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令和４年 第３回定例会

予算決算常任委員会記録（第１号）

午前１０時００分 開会
令和４年９月13日（火曜日）

午後 ４時３８分 散会

───────────────────────────────────────────────

○出席委員（２７名）

委 員 長 ２４番 工 藤 光 志 委員 副委員長 １４番 蒔 苗 博 英 委員

１番 樋 川 篤 子 委員 ２番 竹 浪 敦 委員

３番 竹 内 博 之 委員 ４番 成 田 大 介 委員

５番 坂 本 崇 委員 ６番 齋 藤 豪 委員

８番 石 山 敬 委員 ９番 木 村 隆 洋 委員

１０番 千 葉 浩 規 委員 １１番 野 村 太 郎 委員

１２番 外 崎 勝 康 委員 １３番 尾 﨑 寿 一 委員

１５番 松 橋 武 史 委員 １６番 今 泉 昌 一 委員

１７番 小田桐 慶 二 委員 １８番 鶴ヶ谷 慶 市 委員

１９番 石 岡 千鶴子 委員 ２０番 石 田 久 委員

２１番 三 上 秋 雄 委員 ２２番 佐 藤 哲 委員

２３番 越 明 男 委員 ２５番 清 野 一 榮 委員

２６番 田 中 元 委員 ２７番 宮 本 隆 志 委員

２８番 下 山 文 雄 委員

───────────────────────────────────────────────

○欠席委員（１名）

７番 福 士 文 敏 委員

───────────────────────────────────────────────

○出席理事者

企 画 部 長 外 川 吉 彦 総 務 部 長 番 場 邦 夫

財 務 部 長 兼
森 岡 欽 吾 市 民 生 活 部 長 岩 崎 隆

健康こども部理事

福 祉 部 長 秋 元 哲 健 康 こ ど も 部 長 一 戸 ひとみ

農 林 部 長 中 田 善 大 商 工 部 長 西 谷 慎 吾

観 光 部 長 神 雅 昭 建 設 部 長 花 岡 哲

都 市 整 備 部 長 天 内 隆 範 会 計 管 理 者 菅 野 昌 子
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上 下 水 道 部 長 坂 田 一 幸 教 育 部 長 成 田 正 彦

選挙管理委員会事務局長 中 村 工 農業委員会事務局長 吉 田 秀 樹

企 画 課 長 白 戸 麻紀子 企 画 課 参 事 櫻 庭 智 之

企 画 課 長 補 佐 笹 田 哲 文 法 務 文 書 課 長 工 藤 竜 輔

広 聴 広 報 課 長 菊 地 謙太郎 地 域 医 療 課 長 佐 伯 尚 幸

健康づくりのまちなか
青 山 洋 蔵 人 事 課 長 堀 川 慎 一

拠点整備推進室長

防 災 課 長 一 戸 拓 利 情報システム課長 羽 場 隆 文

財 政 課 長 今 井 郁 夫 管 財 課 長 工 藤 浩

市 民 税 課 長 長 内 正 彦 資 産 税 課 長 石 田 剛

収 納 課 長 中 田 和 人 市 民 協 働 課 長 高 谷 由美子

市民協働課長補佐 村 田 善 彦 市 民 課 長 尾 坂 毅

環 境 課 長 菊 池 浩 行 福 祉 総 務 課 長 秋 田 美 織

障 が い 福 祉 課 長 成 田 亜 弘 介 護 福 祉 課 長 齊 藤 隆 之

こ ど も 家 庭 課 長 蒔 苗 元 国 保 年 金 課 長 葛 西 正 樹

健 康 増 進 課 長 山 内 恒 農 政 課 長 堀 子 義 人

り ん ご 課 長 澁 谷 明 伸 農 村 整 備 課 長 柳 田 尚 美

産 業 育 成 課 長 太 田 尚 亨 観 光 課 長 早 坂 謙 丞

土 木 課 長 千 葉 裕 朗 道 路 維 持 課 長 木 村 和 彦

地 域 交 通 課 長 小山内 孝 紀 公 園 緑 地 課 長 土 岐 康 之

岩 木 総 合 支 所 長 野 呂 智 子 相 馬 総 合 支 所 長 佐々木 章 夫

会 計 課 長 間 山 博 樹 上下水道部総務課長 田 中 知 巳

学 務 健 康 課 長 相 馬 隆 範 生 涯 学 習 課 長 原 直 美

文 化 財 課 長 石 岡 博 之 選挙管理委員会事務局次長 村 元 広 美

農業委員会事務局次長 佐 藤 祝 幸

───────────────────────────────────────────────

○出席事務局職員

事 務 局 長 佐 藤 記 一 次 長 丸 岡 和 明

次 長 補 佐 高 屋 憲 主 幹 兼 議 事 係 長 蝦 名 良 平

総 括 主 査 成 田 敏 教 主 査 附 田 準 悦

主 事 外 﨑 容 史 主 事 田 村 宣 樹

───────────────────────────────────────────────

午前１０時００分 開会

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） これより、予算決

算常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は27名で、定足数に達して

おります。よって、直ちに会議を開きます。

本定例会において、予算決算常任委員会に付託

された議案は、議案第87号から第100号まで及び
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第114号の以上15件であります。

審査に当たりましては、お手元に配付しており

ます日程表のとおり、一般会計、特別会計、企業

会計の順序で進めてまいりたいと思います。

審査に先立ち委員の方にお願いいたします。質

疑される方は、質疑する款項目かページを申し添

えて質疑を願います。

答弁される理事者の方へお願いいたします。答

弁する際は、職名を添えて大きな声で委員長に発

言を求めていただきます。また、時間の関係もあ

りますので、答弁は要領よく簡潔に願います。

まず、議案第87号事件処分の報告及び承認につ

いて(事件処分第４号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長兼健康こども部理事（森岡 欽吾）

議案第87号事件処分の報告及び承認について(事

件処分第４号)御説明いたします。

事件処分第４号は、令和４年度弘前市一般会計

補正予算(第５号)であり、６月28日、７月５日、

８月３日の豪雨により、被災した農地・農業用施

設等の災害復旧に要する経費を計上する措置に急

を要したため、処分したものであります。その内

容は、歳入歳出予算の総額に5230万円を追加し、

補正後の額を809億7323万9000円としたものであ

ります。

それでは、歳出予算について御説明いたします

ので、８ページを御覧ください。

11款１項災害復旧費１目農業用施設災害復旧対

策費の850万円は、農地・農業用施設災害応急対

策業務委託料を計上したものであります。

２目農業用施設災害復旧事業費の4030万円は、

農地流木等撤去・収集運搬業務委託料、農地・農

業用施設災害復旧工事及び原材料費を計上したも

のであります。

３目林道災害復旧対策費の350万円は、林道災

害応急対策業務委託料を計上したものでありま

す。

次に、歳入予算について御説明いたしますの

で、５ページにお戻り願います。

歳出予算に対応する特定財源を14款分担金及び

負担金、23款市債にそれぞれ計上したほか、20款

財政調整基金繰入金4777万円の追加をもって、全

体予算の調整を図ったものであります。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり承認することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり承認いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第88号

令和４年度弘前市一般会計補正予算(第６号)を審

査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長兼健康こども部理事（森岡 欽吾）

議案第88号令和４年度弘前市一般会計補正予算

(第６号)について御説明いたします。

その内容は、歳入歳出予算の総額に18億5122万

円を追加するほか、継続費の補正、繰越明許費の
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設定並びに債務負担行為及び地方債の補正をしよ

うとするものであります。

継続費の補正は、私立保育所等整備事業費補助

金に係る変更１件であります。

繰越明許費は、弥生学園非常用自家発電機更新

工事などに係る設定３件であります。

債務負担行為の補正は、弥生学園非常用自家発

電機借上料に係る追加１件であります。

地方債の補正は、弥生学園整備事業に係る追加

１件及び私立保育所等整備事業などに係る変更３

件であります。

それでは、歳出予算について御説明いたします

ので、12ページを御覧ください。

２款総務費１項総務管理費３目財産管理費の10

億2484万8000円は、令和３年度決算における実質

収支の確定に伴い、財政調整基金積立金及び市債

管理基金積立金を追加するものであります。

４目企画費の443万3000円は、食で応援！学生

支援業務委託料を計上するものであります。

11目諸費の8217万7000円は、過年度に実施した

事業費の確定に伴う国県支出金等返還金を計上す

るものであります。

３項１目戸籍住民基本台帳費の2345万1000円

は、戸籍システム改修業務委託料を追加するもの

であります。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費

の１億円は、地域福祉基金積立金を追加するもの

であります。

13ページを御覧ください。

２目心身障害者福祉費の541万8000円は、障害

者自立支援システム改修委託料を計上するもので

あります。

３目老人福祉費の114万9000円は、介護保険特

別会計繰出金を追加するものであります。

２項児童福祉費１目児童福祉総務費の２億1022

万2000円は、令和５年４月からの子供医療費完全

無償化に係る準備経費などを計上するほか、私立

保育所等整備事業費補助金及び子ども未来基金積

立金を追加するものであります。

２目児童運営費の５億4750万円は、青森県子育

て世帯臨時特別給付金を計上するものでありま

す。

14ページを御覧ください。

４目児童福祉施設費の2380万6000円は、児童

館、児童センター等職員の処遇改善に係る各施設

の指定管理料を追加するほか、弥生学園非常用自

家発電機更新に係る経費を計上するものでありま

す。

４款衛生費１項保健衛生費５目病院及び診療所

費の３億5886万9000円の減額は、病院事業清算費

特別会計繰出金を減額するものであります。

15ページを御覧ください。

６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費

の315万円は、国の農地情報収集等業務効率化事

業に係る経費を計上するものであります。

３目農業振興費の500万円は、集落営農活性化

プロジェクト促進事業費補助金を追加するもので

あります。

５目米生産調整推進対策費の165万円は、経営

所得安定対策等推進事業費補助金を追加するもの

であります。

６目農地費の250万円は、新法寺温水溜池安全

施設整備工事を計上するものであります。

７款１項商工費２目商工振興費は、財源調整で

あります。

３目観光費の1716万9000円は、弘前城菊と紅葉

まつり運営委員会負担金及び弘前城雪燈籠まつり

運営委員会負担金を追加するものであります。

16ページを御覧ください。

２項公園費４目弘前公園整備費の361万9000円

は、弘前城重要文化財保存修理事業に係る設計等

業務委託料を追加するものであります。
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８款土木費２項道路橋りょう費２目道路維持費

の53万9000円は、除雪作業中の自動車接触事故に

係る賠償金を計上するものであります。

４項都市計画費６目交通政策費の１億1861万円

は、路線バス維持特別対策事業費補助金及び弘南

鉄道安全輸送設備等整備特別対策事業費補助金を

計上するものであります。

17ページを御覧ください。

10款教育費４項社会教育費１目社会教育総務費

の272万6000円は、二十歳の祭典事業に係る経費

を追加するものであります。

５項保健体育費５目学校給食材料費の3212万

2000円は、物価高騰に伴う賄い材料費の増額分に

係る経費を追加するものであります。

次に、歳入予算について御説明いたしますの

で、７ページにお戻り願います。

歳出予算に対応する特定財源を16款国庫支出

金、17款県支出金、20款繰入金、22款諸収入及び

23款市債にそれぞれ計上するとともに、21款繰越

金の追加並びに23款の臨時財政対策債の減額を行

うほか、12款地方交付税１億7358万円の追加を

もって全体予算の調整を図るものであります。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

◎１０番（千葉 浩規委員） おはようございま

す。四つあります。

12ページ、２款１項４目の食で応援！学生支援

業務委託料についてです。前回は、たしかアップ

ルパイではなかったかなと思うのですけれども、

そういうことも含めて事業概要と、あと今の学生

の状況、あと提供物はどういう判断の下にその提

供物になったのかという答弁をまずお願いしま

す。

二つ目が、同じく12ページの２款３項１目、戸

籍システム改修業務委託料追加についてです。戸

籍システムというのはどういうものなのかという

ことと、あと今回、この改修によって期待される

効果はどのようなものなのか答弁をお願いしま

す。

三つ目は、13ページの３款２項１目の青森県子

育て世帯臨時特別給付金についてです。事業概要

もあるのですけれども、所得制限があるのか、あ

と生活保護世帯も含まれるのかということ、あと

は支給見込数と手続の方法、あとは、たしかこの

予算は、県の６月補正予算に計上されていたので

はないのかなと思うのですけれども、これがなぜ

今のこの時期にずれ込んでしまったのかというこ

とについてです。多くのお子さんを持つ御家庭か

らは、６月にもう明らかになっていたので、10月

にずれ込んでしまうということについて大変残念

な思いをされているという声も届いているところ

です。そういうこともありますので、何でこの10

月にまでずれ込んだのかということについての答

弁をお願いします。

四つ目が、14ページの３款２項４目の各児童

館、児童センター指定管理料追加についてです。

市として、ここに勤務している職員の皆さんの人

件費や処遇等についてどのように認識しているの

かということ、あと財源について、あと確実に職

員の方々に支給されるのかということについて、

まず答弁を願いします。

◎企画課長（白戸 麻紀子） まず、食で応援！

学生支援業務委託料についてです。事業の概要で

すけれども、新型コロナウイルス感染症の影響が

長引くとともに、原油価格、それから物価高騰と

いったものが複合的に影響を及ぼしております。

学生は、学内でのアルバイトの制限による収入の

減少や日用品の高騰による支出の増加など、経済

的な影響を受けている学生も多いということで、

今回は県産米や麺類といった主食のほかにレトル

トカレーなど、地元産品を中心とした食料品を６



－ 214 －

品から７品程度をパッケージとして配付すること

を考えております。

対象者につきましては、市内の大学と専門学校

に在籍している一人暮らしをしている学生、それ

から授業料の免除・減額の適用を受けている学生

を想定しております。該当数が約6,700人となる

のですけれども、弘前大学については、ほかの包

括連携協定を締結している17市町村のほうからの

支援もあることから、弘前大学については大学が

指定する300名、合計で約1,400名分を用意するも

のです。

そして、学生の状況ということで、当課におい

て様々な事業、大学と関わる事業がありますけれ

ども、この中で大学の事務局や職員、学生などに

状況を伺っているほか、改めて７月に各大学に聞

き取り調査をしております。調査の中では、大学

によっては夜間のアルバイトですとか、飲食を伴

うアルバイトを禁止している状況が続いているこ

とが明らかとなったほか、やはり物価の高騰とい

うことで、経済的に余裕のない生活をしている学

生が一定数いるものと捉えております。

◎市民課長（尾坂 毅） 私からは、戸籍システ

ム改修の内容とその効果について御説明いたしま

す。

当市の戸籍システムは、紙で保管されていた戸

籍簿をスキャナーで読み取り電子化することで、

平成19年12月から戸籍システムとして稼働してい

るものでございます。

今回の改修は、戸籍システムから戸籍事務内連

携サーバーを経由して、国のシステムへ情報を提

供することができるようにするための連携設定作

業となってございます。

今回の改修によりまして、現在、戸籍謄本等の

戸籍証明書の発行は本籍地に限られております

が、令和６年度からは、本籍地以外の市区町村の

窓口でも戸籍証明書の発行が可能となる予定と

なってございます。

また、現在、婚姻届など戸籍届出の手続の際に

戸籍証明書の添付が必要な場合があるのですが、

今後は不要となる予定となってございます。

◎こども家庭課長（蒔苗 元） それでは、私の

ほうから青森県子育て世帯臨時特別給付金につい

て御説明申し上げます。

まず、所得制限ということにつきましてですけ

れども、本事業は新型コロナウイルス感染症の影

響が長期化する中で、物価高騰に直面する子育て

世帯の生活支援のため県が独自に行うもので、申

請の受付や支給事務について市町村で実施すると

いうことになってございます。

この給付対象なのですけれども、ゼロ歳から18

歳までの子供を養育する所得制限の要件を満たす

世帯となっておりまして、この所得制限につきま

しては、児童手当の所得制限限度額を要件として

いることから、この基準を超える所得がある世帯

は対象外となります。

続けて、生活保護受給者は含まれるのかという

ことですけれども、本給付金は児童手当の所得制

限限度額を要件にしてございますので、こうした

支給要件を満たしていれば、生活保護受給者につ

きましても支給の対象者となります。

支給の見込み人数につきましては、児童数にお

きましては約２万1900人、世帯数におきましては

約１万4000世帯を見込んでございます。

申請手続の方法ですけれども、給付対象者のう

ち、９月分の児童手当受給者につきましては申請

が不要となりまして、手当を受給している口座に

こちらのほうから支給する予定でございます。こ

のほか高校生年代のみを養育する方、公務員の方

につきましては申請が必要となります。申請が必

要な方に対しましては、10月下旬までには勧奨通

知のほうを送付する予定としているほか、市の

ホームページや広報誌等で申請漏れがないように
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しっかり周知を図ってまいりたいと思ってござい

ます。

最後、県の補正が６月ということでございまし

たけれども、本事業につきましては、去る６月17

日に閉会しました第310回青森県議会定例会にお

いて補正予算案として可決されましたが、その実

施についての正式な県からの通知が発出されまし

たのが７月20日でございました。本給付金の支給

対象を確認すると、９月分の児童手当受給者等と

いうことになってございましたので、そういった

ところを踏まえ、当市としては本定例会の補正予

算案となったものでございます。

続けて、指定管理料の追加ということでござい

ます。賃金の認識ということでございますけれど

も、今回の指定管理料追加につきましては、10月

以降の児童館及び児童センター職員の収入を引き

上げる処遇改善臨時特例事業として必要な費用を

計上したものでございますけれども、職員１人当

たりの処遇改善としましては、収入の３％程度と

して１か月当たり9,000円と法定福利費として

2,000円を合わせた合計１万1000円としてござい

ます。この金額なのですけれども、国の通知に基

づくものでございます。この改善額につきまし

て、国のほうでは、職員の経験年数等に応じた配

分が可能ということになっておりまして、実際の

支給につきましては、こうした取扱いを踏まえ

て、職員が所属する法人の給与規定に基づきまし

て適切に支給されているものと考えてございま

す。

財源につきましてですけれども、今回の処遇改

善における財源につきましては、現在のところ全

て一般財源として対応してございますが、補正予

算案に計上しました613万8000円のうち、児童館

や児童センターで時間を延長して児童を預かる児

童クラブ事業に従事する職員に係る費用、こちら

が132万円となるのですけれども、こちらにつき

ましては、今後国や県から費用の一部補助が見込

まれておりまして、補助要綱が確定次第、財源調

整を行う予定としてございます。

それで、確実に職員に支給されるのかというこ

とでございますけれども、この処遇改善臨時特例

事業につきましては、現在も実施されておりまし

て、本年４月から９月分の支給につきましては、

来月10月に実績報告書を提出してもらうこととし

ております。今回の補正につきましては、現在の

ところ国から通知は来てございませんが、これま

でと同様に実績報告書などで支給状況が確認でき

るものと考えてございます。

◎１０番（千葉 浩規委員） それでは、二つ再

質疑させていただきます。

一つは、食で応援！学生支援業務委託料につい

てですけれども、一人暮らしとかという形で

1,400人が対象ということなのですが、どのよう

な方法で配付するのかなということです。学園に

人がいっぱいいますので、人を見ても一人暮らし

かどうか分からないと思うのですけれども、一体

どうやって配付するのかなということです。

二つ目は、戸籍システム改修業務委託料追加に

ついてです。大変便利になるのだなと思うわけで

すけれども、ただ被相続人について見てみると、

生まれた年が古ければ古いほど、昔の改製原戸籍

というのを集めなければならないと言われている

のですけれども、この古い戸籍というのは明治と

か大正とか昭和初期とか、そういう手書きの戸籍

なのだろうなと思うのですけれども、こういうも

のも全部このシステムで集めることができるのか

どうなのか答弁をお願いします。

◎企画課長（白戸 麻紀子） 学生への配付方法

ですけれども、まず弘前大学においては11月上旬

に包括連携協定を結ぶ17市町村による配付イベン

トを実施します。その中で、事前に大学側から配

付された整理券を持つ学生に対して配付すること
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としております。

弘前大学以外の大学や専門学校のほうについて

は、各校の事務局と日程調整等を行いまして、ま

た対象者に提供物が行き渡るようにこちらも調整

いたしまして、10月上旬から順次配布する予定と

しております。

◎市民課長（尾坂 毅） 古い戸籍も本籍地以外

で取れるのかという御質疑だと思いますが、現

在、当市で保管してある紙の戸籍は、生年月日の

不整合等がちょっとございまして、電子化がされ

ていない11件があるのですけれども、それ以外は

全て電子化されております。ですので、電子化さ

れている戸籍につきましては、全て本籍地以外の

市区町村で発行することが可能であるということ

でございます。

◎９番（木村 隆洋委員） ４款１項５目、14

ページ、病院事業清算費特別会計繰出金の減額に

ついてお伺いいたします。

今回、約３億5800万円余りの大きな減額となっ

ていますが、その要因についてお伺いいたしま

す。

次、７款１項３目、15ページ、弘前城菊と紅葉

まつり運営委員会負担金追加、同じく弘前城雪燈

籠まつり運営委員会負担金追加についてお伺いい

たします。今回、この負担金追加の要因について

お尋ねいたします。

17ページ、10款４項１目、二十歳の祭典関係業

務委託料追加について、今回、この追加の要因に

ついてもお伺いいたします。

◎地域医療課長（佐伯 尚幸） 私からは、病院

事業清算費特別会計繰出金の減額についてお答え

いたします。

令和３年度末での市立病院の閉院に伴いまし

て、公営企業会計であります病院事業会計を廃止

し、その清算事務につきましては、令和４年度病

院事業清算費特別会計に引き継いでいるところで

あります。

このたびの予算の補正は、令和３年度病院事業

会計の決算に伴いまして、令和４年度病院事業清

算費特別会計への繰出金を減額しようというもの

であります。内容は、議案第92号にもあります病

院事業清算費特別会計補正予算(第１号)と連動し

ておりますが、主なものといたしましては、令和

３年度病院事業会計の決算における剰余金２億

6255万5000円の令和４年度病院事業清算費特別会

計への繰入れと、決算において確定しました３月

までに請求されました未払金が、当初見込みより

9586万9000円ほど減少したことによるものでござ

います。

◎観光課長（早坂 謙丞） 弘前城菊と紅葉まつ

り及び弘前城雪燈籠まつり運営委員会負担金追加

について、その要因についてお答えいたします。

まず、まつりの開催に当たりましては、県で策

定しておりますイベント開催制限の考え方に基づ

きまして、新型コロナウイルス感染症の感染防止

対策を講じてまつりを開催しており、コロナの状

況によりガイドラインの修正や対策の変更等もあ

ることを考慮して、当初予算ではなく、その時々

でガイドラインに沿った対応に要する経費を補正

しているものであります。このことから、弘前城

菊と紅葉まつりの負担金の追加につきましては、

コロナ対策経費を補正するもので、具体的には入

園受付の設置や会場内の共有スペースの消毒等に

係る人員の配置や消毒液、消耗品の購入、さらに

は注意喚起の看板設置や周知宣伝等の経費に787

万円、来園者の分散を図るとともにまつりの魅力

を高めるためのフラワーアートの分散展示に200

万円、公園内の周遊の導線を確保して人の分散を

図りながら紅葉のライトアップ演出を図るための

経費として300万円の計1287万円となってござい

ます。

また、弘前城雪燈籠まつりの負担金の追加につ
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きましても、菊と紅葉まつり同様、コロナの対策

経費として受付の設置に係る人員の配置ですと

か、消耗品等の購入、看板設置等の経費として

429万9000円を補正するものでございます。

◎生涯学習課長（原 直美） 二十歳の祭典開催

業務委託料の追加についてお答えいたします。

こちらにつきましては、二十歳の祭典を開催す

るに当たって実施する新型コロナウイルス感染予

防対策のため、ホームページからの事前申込制を

導入することや、会場間のライブ配信を実施する

ことなどに関する業務委託料を計上したものでご

ざいます。

◎９番（木村 隆洋委員） 病院事業清算費特別

会計繰出金減額について、令和３年度の決算の確

定で、今回こういう額になったと思っておりま

す。今後の市立病院の閉鎖にかかっていく残債の

処理等とか、そういった見込みについてどうなっ

ているのかお伺いいたします。

弘前城菊と紅葉まつり運営委員会負担金、併せ

て弘前城雪燈籠まつり運営委員会負担金につい

て、今回、柔軟性を持つために、その都度コロナ

対策のガイドラインに沿ってということで、今回

補正を持ったという御答弁でありました。今回、

この秋冬の観光を考えたときに、この菊と紅葉ま

つり、また雪燈籠まつりというのは非常に重要だ

と思っております。

先般、８月27日、28日に行われた弘前ねぷた

300年祭も非常にたくさんの人も訪れて、非常に

皆さんにとってもよかったという意見も伺ってお

ります。また今週末、９月17日かられんが倉庫美

術館でも奈良美智さんの展覧会も始まります。そ

ういった意味では、この菊と紅葉まつり、雪燈籠

まつり自体を秋冬の観光に、これまでもやってい

ますけれども、こういう、奈良さんとか、いろい

ろな形でこの二つのまつりをどうしていくかとい

うのが非常に大事だと思っていますが、その点に

関して市の見解をお尋ねいたします。

二十歳の祭典の関係業務委託料について、こち

らのほうもコロナ対策というお話でした。今年の

１月に行われた令和３年度の二十歳の祭典、この

祭典そのものではないとは思いますが、祭典後の

いわゆる懇親会、単純にいえば飲み会、その場で

感染の拡大の傾向が見られたと。これは、県の大

西コーディネーターが記者会見でおっしゃってお

ります。そういった意味では、この祭典そのもの

というよりも、その後の懇親会の対策という、な

かなか難しいとは思いますが、それが必要と考え

ますが、それについて見解をお伺いいたします。

◎地域医療課長（佐伯 尚幸） 市立病院の閉

院、それから事業会計の廃止に伴います残された

債務、残債の処理についての見込みということで

ございますが、大きく二つ負債が残っておりまし

て、まず一つは、病院事業会計における未払い金

は１億459万7000円ほどありましたが、令和４年

度病院事業清算費特別会計において既に支出済み

となっております。あともう一つは、企業債の残

債でございます。これは元利を合わせまして10億

3000万円ほどございまして、令和15年度までの償

還予定となっております。これにつきましては、

令和４年度中は病院事業清算費特別会計より償還

することとしておりまして、令和５年度から令和

15年度までは、一般会計により償還表どおり償還

計画に沿って償還していく予定となってございま

す。

このほか、市立病院が今回閉院となったという

ことで、職員が国立病院機構のほうに移行された

わけですけれども、基本協定、それから覚書で締

結した内容としまして、退職手当の負担分とか、

処遇改善に係る負担もございます。退職手当につ

きましては、現時点の試算では令和34年まで、退

職する方がそこで定年を迎える方がいらっしゃる

という見込みでして、総額で５億400万円ほどを
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負担する可能性があると見ております。また、移

行したときの処遇の改善分としての負担金につき

ましては、今現在、精査中ではございますけれど

も、およそ7500万円程度ではないかと。それを令

和４年度から令和13年度までの10年間に分割して

支払うということにしてございます。

◎観光課長（早坂 謙丞） 秋冬の観光について

でございます。

当市におきましては、コロナ前から秋冬の観光

に課題があることから、誘客のための様々な取組

を行ってきたところでございます。例えば、秋の

弘前城菊と紅葉まつりにつきましては、フラワー

アートなどの装飾や夜間における秋の弘前公園の

魅力を演出するためプロジェクションマッピング

を行っているほか、冬におきましても雪燈籠まつ

りを中心に弘前公園のお堀を桜色にライトアップ

する冬に咲くさくらライトアップ事業など魅力づ

くりに努めており、今年度におきましても、まつ

りの拡充やナイトコンテンツの充実を図りなが

ら、滞在時間や観光消費額の増加などにつなげて

まいりたいと考えてございます。

また、ＧｏＴｏトラベルに代わる全国旅行支援

事業が早ければ今月から開始する方向で検討して

いるというような報道がなされておりますことか

ら、コロナ禍における国や県の施策にも注視しな

がら、事業の検討や当市の観光ＰＲなどにも努め

てまいりたいと考えております。

それから、委員のほうからお話が出たれんが倉

庫との連携ということでございますが、多くの県

内外からの誘客が期待されることから、例えば連

動した回遊性のある街歩きなどが可能で、特に秋

は、りんご収穫祭もりんご公園で開催されること

などからも、より連動性のある事業展開が可能で

あるものと考えておりまして、現在、担当者間で

検討しているところでございます。

来週、菊と紅葉まつりの実務者の会議が開催さ

れる予定で、そこで正式に決定する予定となって

ございますので、決まりましたら広く周知、ＰＲ

してまいりたいと考えてございます。

◎生涯学習課長（原 直美） 二十歳の祭典の感

染防止対策の周知についてでございます。

令和３年度においても、飲食の場面における注

意チラシの配付や事前のメール、会場での呼びか

けのほうで周知を図ってまいりましたけれども、

令和４年度についても、国や県の感染防止対策の

動きを注視しながら、事前申込制度を取りまし

て、参加申込者に対しての周知に努めてまいりた

いと考えております。

◎９番（木村 隆洋委員） 菊と紅葉まつり、雪

燈籠まつりの部分についてであります。

今、課長からもれんが倉庫と連携も考えていく

というお話もありました。先般の報道等によれ

ば、弘前でもねぷた村等で訪日外国人の受入れを

再開したという報道もされております。入国制限

も２万人から５万人に緩和と。円安傾向も続くと

いうことで、ビザの発給とかいろいろ要件はある

とは思いますが、ひょっとしたら思ったよりも早

くインバウンド需要が高まることも想定されると

思っております。そういった意味では、これまで

の経験値も含めて、ぜひこの秋冬の部分観光に

も、どうしてもちょっと弘前が弱いという部分も

含めて、ぜひいろいろなアイデアを出していただ

ければと思います。

二十歳の祭典のところですが、やはり今年、令

和３年度の二十歳の祭典の懇親会で、終わった後

の飲み会で感染拡大した部分というのは否めない

部分だと思います。強制力を持って行うことはで

きないというのは十分分かっているのですが、来

年の１月にどういう感染状況になるかというの

は、多分、誰も分からない状況だと思います。そ

の時々の感染状況に合わせて、なるべくできる対

策を全て講じていただきたいとお願いして終わり
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ます。

◎２３番（越 明男委員） ３点ほど伺いいたし

ます。

16ページ、７款２項４目弘前公園整備費であり

ます。これは何の追加なのか。追加要因と同時

に、今全体として、今の段階として弘前公園の整

備というのは、本丸等々を含めて全体としてはど

ういう状況にあるというふうな認識でおります

か。ちょっと見解をお示し願いたいと思います。

次、同じく16ページ、８款４項６目交通政策

費、これ銘柄が提案が二つほどございますのです

が、まず最初に国県支出金853万円とあります。

これは、どういう性格の補助金ですか。それか

ら、この補助金は、毎年随所に行われる補助金な

のですか。それとも、今の時期に、今の局面にお

いて補助金が発生したということでしょうか。説

明願います。

それから次に、１億1000万円ほど路線バスの維

持の補助金、これはどういう性格のものかという

ことと、あと当市以外の関連の市町村、あるいは

県の段階においての支出などがあれば、関連づけ

てちょっと説明願いたいと。

最後３点目、17ページ、10款５項５目学校給食

材料費、これちょっと視点として二つほどお願い

したいのですけれども、国県支出金が3100万円ほ

どございます。国県支出金というと、これはコロ

ナ、物価高等と関連しますか。どういう性格の支

出金なのかということと、それからもう一つ、事

業費が今3200万円ほど計上になるわけですけれど

も、子供たちというか、給食を受益している子供

たちの給食費に対する影響がもしございました

ら、どういう影響があるのかというあたりで、二

つほどお知らせください。

◎公園緑地課長（土岐 康之） ただいま御質疑

がありました、まず弘前城重要文化財保存修理事

業の追加につきまして御説明いたします。

こちら、追加になった理由ですけれども、令和

５年度に二の丸東門及び三の丸東門の保存修理工

事に係る実施設計を計画しております。その中

で、文化庁の指導によりまして、燃料費や資材費

の高騰の影響に考慮して、実施設計業務委託料に

関してより精度の高い積算が求められることと

なったため、補正予算で設計等業務委託料を追加

し、基本設計業務を実施することになったもので

あります。

あと、ただいまの事業も含めまして弘前公園の

整備というところの考えですけれども、御存じの

とおり、ただいま石垣の修理をしまして、天守の

ほうを引き戻しするのに合わせて、今回、この重

要文化財、弘前公園の中には、天守をはじめとし

まして、こちらの城門、あとやぐらなど、八つの

重要文化財がございますので、その重要文化財を

戻ってきた天守も含めて、長く保存して後世に受

け継いでいくために、ただいまのような重要文化

財の保存事業も同時に行っているところです。

あと、今年度は、今ちょうど９月15日から本格

的に工事を始める予定ですけれども、園内の橋の

ほうも整備、保存修理といいますか、更新の工事

をしておりまして、園内に八つの橋があるのです

けれども、令和２年度に三つの橋の更新工事を

やっておりますけれども、残りの橋も全て更新し

ます。あと、トイレも含めまして、そちらのほう

も古いものから、老朽化が激しいものから整備し

ていくということで、やはり弘前公園は、重要文

化財をはじめとしまして、観光の拠点でもありま

すので、観光客の皆様、市民の皆様に末永く楽し

んでいただいて、それを末永く受け継いでいくた

めに同時に整備を進めていきたいと考えておりま

す。

◎地域交通課長（小山内 孝紀） まず、853万

円の性格ということでございますが、こちらのほ

うは弘南鉄道安全輸送設備等整備特別対策事業費
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補助金ということで、このたび補正予算として計

上しております事業費853万円の財源として充て

ているものでございますけれども、こちらの財源

といたしましては、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金を今回の事業のためにあて

がっているということで、これから随時行われて

いくというものではないということで、取り扱っ

ていただければと思ってございます。

また、１億1000万円の路線バス維持特別対策事

業費補助金でございます。こちらは、市内を走る

路線バスのうち、国庫補助対象外の路線バスにつ

いて、欠損額については路線バス運行費補助金で

対応しているところでございますけれども、路線

バスのほうは、令和２年からの新型コロナウイル

スの感染拡大の影響を受けまして、利用者の激

減、この回復というのがなかなかできない状況に

あるということもございます。また、燃油価格高

騰の影響もあるということもございまして、運行

欠損額が２億8208万円の見込みになっているとい

うこともございまして、運行費補助金の１億7200

万円の差額に当たります１億1008万円をこのたび

補助するものでございます。

それから、当市以外の市町村、それから県の状

況でございますけれども、県におきましては、県

内を運行する国庫補助対象路線につきまして、新

型コロナウイルス感染症の影響による運賃収入の

減収分については対応していくというふうなこと

で伺ってございます。

また、他市町村におきましては、昨年度までも

そうですけれども、新型コロナウイルス感染症の

特別対策という支援ではなく、通常の路線バスの

運行欠損額の補助の取扱いで今後対応していくと

いうふうに伺ってございます。

◎学務健康課長（相馬 隆範） １点目の国の支

出金についてでございます。新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金の拡充により創設

されました、コロナ禍における原油価格・物価高

騰対応分を活用するものでございます。

２点目の御質疑の子供たちの給食費への影響に

ついてでございます。物価高騰見込額を試算した

結果、１食当たり30円の増額が必要となります

が、これにつきましては、保護者の負担を増やす

ことなく実施したいと考えてございます。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに御質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第114

号令和４年度弘前市一般会計補正予算(第８号)を

審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長兼健康こども部理事（森岡 欽吾）

議案第114号令和４年度弘前市一般会計補正予算

(第８号)について御説明いたします。

その内容は、歳入歳出予算の総額に19億7346万

4000円を追加し、補正後の額を854億457万4000円

とするほか、繰越明許費、債務負担行為及び地方
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債の補正をしようとするものであります。

繰越明許費の補正は、営農継続緊急対策事業費

補助金に係る追加１件であります。

債務負担行為の補正は、令和４年度大雨災害資

金利子助成金に係る追加１件であります。

地方債の補正は、公園災害復旧事業などに係る

追加２件及び農業用施設災害復旧事業などに係る

変更３件であります。

それでは、歳出予算について御説明いたします

ので、10ページを御覧ください。

６款農林水産業費１項農業費３目農業振興費の

２億2132万7000円は、８月３日及び９日からの大

雨に係る被災農家への支援として被災農家雇用緊

急支援事業に係る経費のほか、営農継続緊急対策

事業費補助金及び大雨災害資金利子助成金を計上

するものであります。

11ページにかけての11款１項災害復旧費は、災

害復旧に係る経費を計上しており、２目農業用施

設災害復旧事業費として12億8783万円、３目林道

災害復旧対策費として250万円、４目林道災害復

旧事業費として9400万円、６目土木施設災害復旧

事業費として３億6000万円、８目公園災害復旧事

業費として600万円、９目社会教育施設災害復旧

事業費として180万7000円をそれぞれ計上するも

のであります。

次に、歳入予算について御説明いたしますの

で、６ページにお戻り願います。

歳出予算に対応する特定財源を14款分担金及び

負担金、16款国庫支出金、17款県支出金及び23款

市債にそれぞれ計上するほか、20款財政調整基金

繰入金４億1184万6000円の追加をもって全体予算

の調整を図るものであります。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

◎９番（木村 隆洋委員） 10ページ、６款１項

３目の報酬及び共済費の部分についてお伺いいた

します。

議会運営委員会で配付された資料を拝見すれ

ば、この報酬及び共済費の980万円余りに関して

は、会計年度任用職員として10人を雇用するとい

うのがうたわれております。具体的にどのような

課でどういった仕事内容をいつまでの雇用を考え

ているのかお伺いいたします。

同じく10ページ、６款１項３目、被災農家雇用

緊急支援業務委託料についてお伺いいたします。

この事業の具体的な事業内容についてお尋ねいた

します。

◎りんご課長（澁谷 明伸） ただいまの木村委

員の御質疑についてお答えいたします。

どちらの事業につきましても、今回の８月の大

雨によって被災された方々の雇用の機会を創出し

て生活の安定につなげていくことを目的に取り組

むものでございます。

まず、一つ目の会計年度任用職員のほうにつき

まして、雇用先となる課、あとどのような仕事か

につきましては、現段階で具体的にどこというこ

とはございません。一方でこれから募集して、そ

の応募された方が、例えば事務作業を希望される

かとか、あと外での作業的なお仕事を希望される

か、そういうことをヒアリングした上で、人事部

局と協議して、配属先等を決定してまいりたいと

思っております。

雇用期間につきましては、10月から順次雇用を

開始していきまして３月までと考えております

が、例えば、11月まではどちらかの畑でお手伝い

された方が12月からとか、そういう運用も柔軟に

対応してまいりたいと思っております。

あと、もう一つの雇用緊急支援事業業務委託料

のほうにつきましては、こちらは被災された農家

が、例えば農業現場で、今回の泥の除去であった

り、あとは農道に敷いてあった砂利をまた敷くと
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か、そういう部分で就労していただいて、雇用機

会の創出と現場の復旧という部分で、両面に取り

組むことを目的にするものでございます。

◎９番（木村 隆洋委員） 会計年度任用職員の

部分に関しては、これから具体的な制度設計とい

うことで、今、課長のお話だと十二分に柔軟に対

応していくというお話でありました。私たちに配

付された資料の中では、この会計年度任用職員を

10人ということで、今回980万円余りの予算を

盛っております。10人以上の募集があった場合と

いうのは、どのように想定しているのかお伺いい

たします。

あと、被災農家雇用緊急支援事業業務委託料に

ついて、先ほど具体的な事業内容を伺ったのです

が、恐らく企業に雇用してもらうという形になる

ので、さっきの課長の答弁だと、泥の撤去とか砂

利を敷くとかという業種だけなのか、どういう業

種を想定しているのか、その民間企業をお尋ねい

たします。

◎りんご課長（澁谷 明伸） まず、会計年度任

用職員のほうにつきましては、平成25年度にも同

じ対応を行っておりまして、そのときには８人の

方が市役所で雇用されております。今回、それを

参考に10人と予算を見積もりましたが、それ以上

の応募があった場合でも、既決予算または補正予

算等で、人事部局、財政部局と協議しながら、希

望される方をできるだけ雇用されるようにそこは

対応してまいりたいと思っております。

二つ目の業務委託のほうにつきましては、まず

地域の方々に対して、このような仕事で従事され

る方はいらっしゃいませんかということで募集し

ます。その募集された方を作業員として請け負っ

てくれる業者を競争入札によって、建設会社にな

るかと思うのですが、入札によってこれから決め

ていきたいと思っております。

◎９番（木村 隆洋委員） 被災された農家に

とっては、非常に、少しでも糧といいますか、今

年度のりんご生産がほとんど見込めない中で、少

しでも生活の糧があるというのは非常にありがた

いことだなとも思っております。ぜひ柔軟性を

持って対応していただければと思います。

最後に、このりんご園地の被災という部分に関

連して、全協等でもりんご園地の被災額が７億円

とかというお話がありました。あれからも期間が

たっていますので、現時点でのりんご園地の被災

額、市で分かっているものがあればお知らせくだ

さい。

◎りんご課長（澁谷 明伸） ８月25日の議員全

員協議会の段階では速報値として御説明させてい

ただきましたが、現段階で把握している確定値を

御説明させていただきます。

速報値では、浸水面積が301.2ヘクタールで、

そのうち樹冠まで冠水した面積が272.3ヘクター

ル、そして被害額を約７億5000万円と御説明させ

ていただいておりましたが、確定値では、被害面

積が303.7ヘクタール、このうち樹冠浸水が276.1

ヘクタール、加えて河川の氾濫による樹体損傷が

588本、あと土砂流入による樹体損傷が0.11ヘク

タールということで、これらを全てトータルいた

しました被害額といたしましては、８億2560万円

となっております。こちらにつきましては、速報

値で御説明させていただいた後に、やはり農家か

らの声であったり、あと被害証明書を取りに来て

いただいた方々の声を聞いて、現場確認をして、

最終の確定値としております。

◎１０番（千葉 浩規委員） 私は、10ページの

６款１項３目、営農継続緊急対策事業費補助金に

ついて質疑します。

まず、私たち議員のところに資料が配付されて

いるのですけれども、そこに①から⑥の各事業が

掲載されているわけですが、その事業規模、この

予算額についてまず答弁をお願いします。
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もう一つが、その予算の説明書の中に、条件が

様々書かれているわけですけれども、対象となる

３割以上の樹冠浸水が確認された面積はいかほど

なのかということ。もう一つ、これも条件にある

のですけれども、被害を受けた生産者の収入保

険、共済の加入状況はどうなのか、答弁をまずお

願いします。

◎りんご課長（澁谷 明伸） 営農継続緊急対策

事業費補助金、まず、こちらの予算額につきまし

て、今回、６項目の支援内容を設定しております

が、予算はそれぞれで計上はしておりませんで、

この全て６項目をトータルで１億7689万円と計上

してございます。

それぞれの内容につきまして簡単に御説明しま

すが、まず一つ目の病害虫発生・まん延防止支援

につきましては、今年度の薬剤の、今年産の果樹

の防除に係る薬剤費、あと落下果実の腐食の促進

のために10アール当たり５万円を上限に交付する

ものでございます。

あとは、二つ目の再生産資材購入支援につきま

しては、例えば浸水等で支柱が流れたとか、野菜

の畑でもビニールハウスの資材が流れたという被

害がございました。そういう部分に関しまして10

アール当たり１万円で補助金を交付することとし

ております。

三つ目は、浸水農業用機械修繕等支援というこ

とでございますが、こちらも同様に農業用機械、

例えば草刈り機が浸水して壊れたという現場の声

も聞いておりますので、そういう部分の修繕費。

もしその修繕が不可能な場合につきましては購入

費、上限10万円としておりますが、３分の１を補

助することとしております。

あと、補植支援でございますが、やはり先ほど

も被害額のほうで五百数本ということでお答えさ

せていただきましたが、畑の中の浸水によって倒

木した木があります。ですので、そういう園地の

中全てが倒れたわけではなくて、部分的に倒れた

木に関しまして捕植する部分ということで、支柱

代も込みで１本当たり1,500円を支援することと

しております。

続きまして、５番の排水・泥のすき込み支援で

ございます。こちらにつきましては、被災園地

で、場所によっては消防車両等が来て排水した箇

所もあったのですが、消防車両はやはりどうして

も台数に限りがありまして、独自に排水ポンプを

借り上げている方とかがいらっしゃいました。そ

ういう方に対して、排水ポンプの借り上げ費用を

補助するほか、あと園地内に入った泥、あとは落

下果実、それを畑内ですき込むための機械・器具

の借り上げなどを補助するもので、補助率２分の

１で、上限額といたしましては１日当たり2,000

円と見込んでございます。

そして、六つ目が農地の取得支援でございま

す。こちらは災害のリスクを回避してもらうため

に、岩木川、平川の流域以外に農地の取得を支援

するための補助制度でございまして、補助率10分

の２、上限を10アール当たり13万円としてござい

ます。こちらにつきまして、収入保険・果樹共済

の加入という部分を条件としておりますが、それ

以外の条件といたしましては、例えば被害を受け

た箇所が３反歩でしたと。ただ、これが新しい園

地を５反歩見つけたとしても、やはりこの補助対

象とするのは３反歩にするとかという条件をこれ

から整理することとしております。

対象となる３割以上の樹冠浸水の面積ですけれ

ども、246.1ヘクタールで全体の９割でございま

す。

そして、最後です。果樹共済の加入状況でござ

いますが、果樹共済、収入保険合わせて、約70名

の方が加入しているということで共済のほうから

確認しております。

◎１０番（千葉 浩規委員） 私はりんご農家で
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もないので、なかなかよく分からないところがあ

るので、単純なことかもしれませんが質疑をさせ

ていただきます。

病害虫発生・まん延防止支援についてなのです

けれども、この被害を受けた樹体においては、今

後どのような病害が考えられるのかということ

と、交付額は10アール当たり５万円ということな

のですけれども、この必要とされる薬剤は、いか

ほどだろうかと。それに対してどのような支援に

なるのかという点です。

さらに農地の取得支援について、補助率が10分

の２ということになったのですが、この10分の２

になった理由。あと農地の価格というのはいかほ

どなのかという点です。

あと、三つ目は、補植支援について、土地を購

入した場合、移転した農地で必要になる苗木も今

回のこの支援の対象になるのかということ。あ

と、苗木から実際に収穫できるまでいかほどかか

るのかということで答弁をお願いします。

◎りんご課長（澁谷 明伸） 被害を受けた樹体

でどのような病害が考えられるのかということで

ございますが、被災のあった直後は、農協等もモ

モシンクイガ、褐斑病等の発生が懸念されるとい

うことで、落果した後でも防除をするようにとい

うことは指導いただいていたようです。現段階と

いたしましては、全て今年産の防除暦の防除が終

わっておりますが、今後、そのままで放置した場

合、すす病の発生も懸念されるということで、今

月中に特別散布を行うようにということで営農指

導を行っているということを伺っております。

また、必要な薬剤、どの程度の支援になるのか

ということでございますが、県が発行しておりま

す主要作物の技術・経営指導というものがござい

まして……指標、申し訳ありません、経営指標で

ございますが、10アール当たりの薬剤費が年間５

万9959円と、10アール当たりですけれども、これ

に対しまして補助金５万円を交付させていただき

ますので、８割以上を賄うことができるのではな

いかと考えております。

続きまして、農地の取得支援のほうにつきまし

て、10分の２の理由でございますが、こちらは他

自治体の農地取得の支援の事例を参考に10分の２

と設定いたしました。あと、価格につきまして

は、やはりその所有者、あとは当事者間の個々の

契約に基づくものですので、具体的な数値という

ものはこちらでは確認をしておりませんが、予算

額の積算に当たっては、青森県農業会議が行って

おります平成３年田畑の売買価格等に関する調査

の結果によりまして……失礼しました、令和３年

の調査につきまして、当市におけるりんご園の自

作地売買価格が10アール当たり64万7000円であっ

たことから、これを参考としたものでございま

す。

土地を購入した場合にその園地で必要になる苗

木の費用も対象になるのかということでございま

すが、この補植の支援につきましては、被害に

遭った土地の部分的な捕植を支援するものでござ

いまして、新たな土地での改植・新植につきまし

ては、この支援の対象外といたします。新たな土

地での改植・新植につきましては、国の改植支

援、また市の改植支援が別メニューでありますの

で、そちらを活用していただくこととしておりま

す。

あと、苗木を植えてからどのぐらいで収穫でき

るのかという部分でございますが、りんご協会が

出しておりますりんご生産指導要綱によります

と、普通台、マルバは植栽から４年目から、わい

化は３年目から収穫できるということでございま

す。

◎１０番（千葉 浩規委員） 私としては、市は

かなり頑張っているなと思うのですけれども、そ

こを前提としての質疑なのですが、一般質問でも
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紹介したのですが、大川地区の生産者の皆さんか

らは、国が園地を、りんご樹を買い上げて、代替

園地へ移転したいという声が寄せられているわけ

です。これについては、答弁では国との関係とい

うことでしたのだけれども、でもやはり安全な場

所に移ってりんごを続けたいという生産者の思い

には、しっかりと寄り添っていくことが必要では

ないのかなと思うのです。そうした場合に、補助

率２割で、本当にこの思いに応えることができる

のかなとちょっと疑問に思うわけです。

それで、この間、野村農林水産大臣も三村県知

事も、大川地区のりんご園の被害状況を視察して

いったわけです。けれども今回の予算を見ると、

この営農への、農地への今回の予算に、この支援

事業については、結局、国からの、県からの予算

が全く入っていないということです。そこで、

国・県の支援というのが、一体ここでどうなるの

だろうかと。もしその動向をつかんでいれば、答

弁をお願いします。

また、あと今後、補助率が今２割であったとし

ても、国や県の支援もさらに求めて補助率を上げ

ていくということも必要ではないかと思います

が、この点についてのお考えをお聞かせくださ

い。

さらに、二つ目は、苗木から実際に収穫できる

までには時間を要するわけですから、その間の支

援というのも必要ではないかと思うのですが、そ

の点についてのお考えをお聞かせください。

あと三つ目は、家屋も、そしてりんご園地も被

害を受けたという方が大変多いのではないかなと

思うわけです。他の市町村の動向を見ると、見舞

金なども支給している自治体もあるわけですが、

ここ弘前市としては、この見舞金などについてど

のようにお考えなのか答弁をお願いします。

◎りんご課長（澁谷 明伸） まず、農地の取得

支援は、10分の２では不十分ではないかと、国・

県の支援の動向についてでございます。まず、補

助金につきましては、一般的に補助対象となる経

費を支援して、その交付先の負担の軽減を図ると

いうものでございまして、10分の２というのは、

他の自治体の事例から見ても、補助率が低過ぎる

とは考えてございません。現在、国や県でも支援

策を検討していただいているところであり、具体

的にまだこちらのほうで何というものは把握して

ございませんが、例えば９月６日の農林水産大臣

の記者会見でも、これまでの全国の果樹被害の例

を参考にしながら支援策を検討していくという言

葉を頂いておりますので、そういう動向を注視し

てまいりたいと考えております。なお、この補助

金につきましては、平成25年の台風第18号では

行っていなかった支援でありますので、10分の２

であっても、新たな土地を見つけてリスクを回避

するという部分に対しては、後押しにはなるので

はないかなと考えております。

あと、移転してもしなくても未収益期間がある

ということでございますが、そちらにつきまして

は、先ほど申し上げました国の改植支援、あとは

市の改植支援でも未収益期間の支援も行っている

ところでございますので、そちらのほうも対応す

るとともに、農林水産大臣からもそこの未収益期

間も想定しながら支援するというお言葉も頂いて

おりますので、それも併せて国の動向は注視して

まいりたいと考えております。

最後に、見舞金でございます。あくまでも農業

の被害を受けた方の部分として、これまで様々な

支援を検討してまいりました。他の自治体が行っ

ているような見舞金のような支援を行った場合、

まず自らの経営判断で経営リスクをちゃんと回避

するための収入保険に加入するとかという部分が

薄れてしまうのではないかと。あとは、二つ目と

いたしまして、今後も自然災害が大規模で発生し

た場合に、財政負担が多額となってしまうおそれ
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もあると。こういうことも総合的に勘案いたしま

して、まずは来年産以降の営農に支障が生じる可

能性が高い部分をしっかりと支援していきたいと

いうことで、今回の補正予算を計上したものであ

ります。

◎２１番（三上 秋雄委員） 私も10ページの６

款、農業振興費についてであります。

今、るる説明があったわけですけれども、この

土地取得の補助事業というのは、全国で例があり

ますか。あったとすれば、ちょっと教えてくださ

い。

◎りんご課長（澁谷 明伸） 農地の取得支援と

いう部分で、災害を受けた方に対しての支援とい

うことでは、申し訳ございません、確認できてお

りませんが、別な形で就農するに当たって農地を

取得する際への支援というのは、確認してござい

ます。

◎２１番（三上 秋雄委員） 今、課長が話をし

たのは、新規就農とかというような形の中の農地

取得だと思います。全国でも恐らく例のない補助

事業、２割補助ということの事業になっていくと

思いますけれども、関連して、今回、確かにりん

ご園は冠水して、りんごは全滅的な感じになりま

した。小友地区のことが予算に出ていないという

のは、私はちょっと考えられないので、担当のほ

うでどういう、小友地区の浸水した家のほう、あ

そこは毎回、大きい災害のときは浸水しますよ

ね。そのことについて、小友が何でこれが補正に

入っていないのか、ちょっとお聞きします。

◎防災課長（一戸 拓利） ９月10日土曜日に小

友のほうに説明会ということで行ってきまして、

そこで要望をお聞きしました。それで、今の予算

の中にはないということは、ちょっと10日に聞い

てきて分かったというところもあって、これから

ちょっとその辺も含めて検討したいということ

で、ちょっと間に合わなかったということになり

ます。

◎２１番（三上 秋雄委員） たしか小友地区の

人たちは怒っていましたよね。私たちのところに

も被害があったのに何で来なかったのかというこ

とで、私のところにも電話がありました。それ

で、一つ、家のほう、毎回ですよ。大きい災害の

とき、あそこも。これについて、企画部長、どう

いう形の中で支援していけるのか。それから、今

後また、恐らくあそこは、大川地区とかぐらいに

水が上がったときは、また浸水すると思います。

そのことについて、例えば、こういう考えを持っ

ているとか、そういうのがありましたら、二つ、

見舞金とかなんとかとやるのか、それとあそこの

地域をどのようにして水害から守っていくかとい

うの、ちょっと考えがありましたらお聞きしま

す。

◎企画部長（外川 吉彦） ただいま委員からお

話がありました２点につきまして答弁いたしま

す。

まず、見舞金などというもののことだと思いま

すが、総務部防災課などと協議いたしまして、何

ができるか考えたいと思います。

それから、今後の災害防止の対策として、やは

り用水路の水をどうしていくかということを考え

ていかなければいけないのではないかと思ってお

りますので、その方法もいろいろ情報も頂いてい

るところもございますので、それらを含めてどの

ような対策ができるのかを考えてまいりたいと思

います。

◎２１番（三上 秋雄委員） 担当のほう、小友

地区のほうには、できるだけ早く、困っています

ので、対応方よろしくお願いして終わりたいと思

います。

◎２３番（越 明男委員） 私のほうは、歳出を

いつも論じているのですけれども、歳入もたまに

補正で論じるのも必要ではないかなという思いで
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この場に立っておりました。

財源がどうなるかというのは、我々にとっても

大きな関心の一つだからです。歳入全体と個別に

関わる部分、以下何点か質疑いたしますので、私

のほうの気持ちとして、必要があれば財務部長が

答弁に立っていただければ、大変ありがたいなと

いうことを前提にして、質疑に入ります。

８ページから９ページにかけての歳入のところ

を何点か質疑いたします。

まず一つ目、大きな柱、この19億円の補正であ

りますけれども、財源の中身を見ますと、財調で

４億円、市債９億5000万円ですから、19億のう

ち、かなりの部分を、自前と言ってはなんですけ

れども、処理するわけです。国・県からの補助金

を見ますと、８ページの17款に５億8000万円とあ

るだけです。財政当局全体として、これだけ逼迫

した中で、20億円の、その前に通過しました18億

円もありましたけれども、19億円、20億円の補正

予算の中で、圧倒的な部分を財調と市債でという

のは、私はいいんだべがと思いました。国・県か

らの補助金が足りないという認識はおありです

か。

それから、先ほど千葉委員がちょっと個別のと

ころを話しましたけれども、今、三上委員も、全

体としてこの議案に絡む残りの部分と言ってはな

んですけれども、残りの部分、この８億円でも10

億円でも、これ、国・県からの補助、応援はどう

いう見込み、どういうつもりで市のほうで臨みま

すか。この点、一つ大きい柱として伺っておきま

す。

それから、若干個別の部分にちょっと入るかも

しれませんけれども、８ページを中心として、こ

れは結論的には、どういう性格の歳入かというこ

とと、担当課の確認をしたいので、担当課長のほ

うは私のほうの担当ですというあたりでお答え願

えればありがたいなと思います。

歳入の14款１項分担金、災害復旧費分担金とあ

るのです。これは市が分担金を頂くということで

すよね。これ、そうですね、歳入ですから。どこ

から頂くのですか、2400万円。それから、その

2400万円の算出根拠というのは、どういうふうに

考えればいいのですか。

次に、17款県支出金２項県補助金、これはくど

くど申し上げませんけれども、市債のところとリ

ンクするのですよね。市債のところとリンクする

のですが、３点ほど。農地等災害復旧事業費補助

金とあります。これは、この間の大雨による災害

のどの対象になる補助金であり、あわせて、担当

部・課はどこになりますか。額が多いのです、こ

こ。４億4000万円と格別に額が多いのです。

次、林道施設災害復旧事業費補助金、大体想像

がつくのですけれども、これはどういう性格の補

助金かということと、担当課をお示し願いたい。

最後３点目、公共土木施設災害復旧事業費補助

金でございます。これはどういう性格の補助制度

かということと、担当課をお示し願いたい。これ

は県補助金とあるのですけれども、財源的には国

から来た部分も含めての補助金というふうに考え

ればいいのですか。そうでなくて、これはもう、

全く名前のとおり、県からの補助金だということ

でしょうか。

最後、ちょっと繰り返しになるかも分かりませ

んけれども、議運でもちょっと私は確認しました

けれども、まだ事業の精査、あるいは災害の精査

等々は、まだ道半ばというところがひょっとして

まだあるかも分かりませんから、これからもまた

どんどん、こういう形で補正を組んでいかなけれ

ばなりませんけれども、ちょっとくどいかも分か

りませんけれども、くれぐれも部長、国への支援

要請、県への支援要請、これは強い決意で臨まね

ばまいねんでないかと。

ちなみに、名誉のためにお話ししておきますけ
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れども、私どもの政党所属の高橋代議士は三度、

四度とこの間弘前市に入りまして、櫻田市長とも

国会を通じて頑張るという決意を表明したこと

を、懇談を持ったことも最後にお話ししておきま

す。

以上であります。よろしくお願いします。

◎財政課長（今井 郁夫） １点目の財政調整基

金、市債といった、市の持ち出しが多いのではな

いかと。国・県の支援が少ないではないかという

部分についてお答えいたします。

まず、今回の補正で国・県の支出金の計上につ

きましては、補助事業になるかどうかの基準に基

づいて、現時点で分かる範囲で計上したものと

なってございます。残りの部分は市の単独という

ことになりますが、まず財政調整基金につきまし

ては、こういった災害のために備えるための基金

であるということで、一定程度支出せざるを得な

いというのは当然のことといいますか、そのため

の基金だと思ってございます。

市債につきましても交付税参入がございますの

で、財政調整基金と市債でまずは計上してござい

ますが、災害に関しては特別交付税ということ

で、あるいは市債に関しては普通交付税で措置さ

れますので、そちらでもって使った分を補ってい

きたいというふうに考えてございます。

◎農村整備課長（柳田 尚美） 私からは、農業

用施設災害復旧事業費地元分担金についてお答え

いたします。

この分担金が誰の負担かということなのですけ

れども、これは被災された農業者それぞれの農地

であるとか、農業施設に関して、農業者の方が一

定の受益を受けていらっしゃるということなの

で、被災された農業者から頂くものであります。

負担の割合としては、農地の場合で事業費の５

％、施設の場合であれば3.5％というふうに頂い

ております。これは、激甚等でなければ、通常の

割合ということでございます。

それから、県支出金のところの補助金、農地等

災害復旧事業費補助金、それから林道施設災害復

旧事業費補助金、これはどういう意味のお金かと

いうことなのですけれども、これは、復旧する工

事費に対する補助金であります。出どころは県支

出金となっておりますけれども、国の補助金が県

を通じて入ってくるという内容になってございま

す。

◎土木課長（千葉 裕朗） 私からは、県支出金

の中の公共土木施設災害復旧事業費補助金につい

てお答えいたします。

前の農地・農業・林道の災害の補助金と同じで

ありまして、国の補助金が県を通じて入ってくる

金額となっております。(｢総務部長と財務部長は

立たないのですか」と呼ぶ者あり）

◎２３番（越 明男委員） 財務部長の答弁をや

はり求めたいと思います。

◎委員長（工藤 光志委員） 越委員に申し上げ

ます。

内容については、財政課長が答弁したとおりだ

と思いますが、何たかた必要だが。(｢何たかた必

要だ」と呼ぶ者あり）

◎財務部長兼健康こども部理事（森岡 欽吾）

国への支援の話だと思いますが、支援のほうを要

望するという話だと思いますが、現在、様々な方

面からも要望していただいているところだと思っ

ておりました。市としてもしっかり対応してもら

いたいと考えております。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに御質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

昼食のため、暫時休憩いたします。

〔午前１１時３２分 休憩〕

───────────────

〔午後１時００分 開議〕

◎委員長（工藤 光志委員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 議案第89号令和４

年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算(第１

号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎健康こども部長（一戸 ひとみ） それでは、

議案第89号令和４年度弘前市国民健康保険特別会

計補正予算(第１号)について御説明申し上げま

す。

国１ページをお開き願います。

この補正予算は、歳入歳出予算総額に７億

1649万円を追加し、補正後の額を191億2185万

9000円としようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、国７

ページをお開き願います。

５款１項１目財政調整基金積立金の７億1649万

円の追加は、令和３年度決算による剰余金を国民

健康保険財政調整基金条例に基づき積立てしよう

とするものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、国６ページにお戻り願います。

８款繰越金の７億1649万円は、令和３年度決算

による剰余金を計上するものであります。

説明は、以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第90号

令和４年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予

算(第１号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎健康こども部長（一戸 ひとみ） それでは、

議案第90号令和４年度弘前市後期高齢者医療特別

会計補正予算(第１号)について御説明申し上げま

す。

後１ページをお開き願います。

この補正予算は、歳入歳出予算に4449万円を追

加し、補正後の額を22億6103万2000円としようと

するものであります。
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歳出予算から御説明申し上げますので、後７

ページをお開き願います。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金の

4449万円の追加は、市が令和４年４月から５月ま

でに収納した令和３年度分の保険料を青森県後期

高齢者医療広域連合に納付するために追加計上す

るものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、後６ページにお戻り願います。

歳出予算に対応する歳入予算としては、５款繰

越金の令和３年度決算の確定に伴う繰越金4449万

円を計上するものであります。

説明は、以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第91号

令和４年度弘前市介護保険特別会計補正予算(第

１号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎福祉部長（秋元 哲） 議案第91号令和４年度

弘前市介護保険特別会計補正予算(第１号)につい

て御説明申し上げます。

介１ページを御覧願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に７億

6390万7000円を追加し、補正後の額を212億5112

万8000円にしようとするものであります。

それでは、歳出予算から御説明申し上げますの

で、介８ページをお開き願います。

３款１項３目包括的支援事業・任意事業費の

596万9000円の追加は、成年後見制度利用支援事

業助成金を追加計上するものであります。

４款１項１目財政調整基金積立金の５億3360万

5000円の追加は、令和３年度決算による剰余金を

弘前市介護保険財政調整基金条例に基づいて積立

てしようとするものであります。

６款１項３目償還金の２億2433万3000円の追加

は、令和３年度介護給付費等の確定に伴い、国庫

負担金等の超過交付に係る返還金を追加計上する

ものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、介６ページにお戻り願います。

１款１項１目第１号被保険者保険料の137万

3000円の追加は、第１号被保険者の介護保険料を

追加計上するものであります。

３款２項２目地域支援事業交付金の229万8000

円の追加は、歳出の成年後見制度利用支援事業助

成金に係る国庫補助金を追加計上するものであり

ます。

５款２項１目地域支援事業交付金の114万9000

円の追加は、歳出の成年後見制度利用支援事業助

成金に係る県補助金を追加計上するものでありま

す。

介７ページを御覧願います。

７款１項１目一般会計繰入金の114万9000円の

追加は、歳出の成年後見制度利用支援事業助成金
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に係る財源を一般会計から繰入れしようとするも

のであります。

７款２項１目財政調整基金繰入金の２億2433万

3000円の追加は、令和３年度介護給付費等の確定

に伴う国等への返還金の財源を財政調整基金から

繰入れしようとするものであります。

９款１項１目繰越金の５億3360万5000円の追加

は、令和３年度決算による剰余金を新たに計上す

るものであります。

説明は、以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第92号

令和４年度弘前市病院事業清算費特別会計補正予

算(第１号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎企画部長（外川 吉彦） 議案第92号令和４年

度弘前市病院事業清算費特別会計補正予算(第１

号)について御説明いたします。

その内容は、歳入歳出予算の総額から9586万

9000円を減額し、補正後の額を３億7919万4000円

にしようとするものであります。

それでは、歳出予算について御説明いたします

ので、病８ページを御覧ください。

１款１項１目病院事業未払金清算費の9586万

9000円の減額は、令和３年度病院事業会計の決算

額確定に伴う未払い金に係る経費であります。

次に、歳入予算について御説明いたしますの

で、病６ページにお戻り願います。

歳出予算に対応する特定財源を１款病院事業清

算収入、４款使用料及び手数料、５款国庫支出金

及び６款諸収入にそれぞれ計上するほか、３款繰

入金３億5886万9000円の減額をもって全体予算の

の調整を図るものであります。

説明は、以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第93号
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令和４年度弘前市下水道事業会計補正予算(第１

号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎上下水道部長（坂田 一幸） 議案第93号令和

４年度弘前市下水道事業会計補正予算(第１号)に

ついて御説明申し上げます。

今回の補正は、令和５年度に下水処理場沈砂池

設備改築工事を実施するため、業務に要する経費

について地方自治法第214条の規定に基づき債務

負担行為を設定しようとするものであります。

下１ページをお開き願います。

第５条に、債務負担行為として債務負担行為を

することができる事項、期間及び限度額を定める

ものであります。

そのほか、下２ページには、債務負担行為に関

する調書を、下３ページから下６ページにかけて

は、会計に関する書類における注記を添付してご

ざいますので、御参照くださるようお願いいたし

ます。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） これより、令和３

年度一般会計及び各特別会計並びに各企業会計決

算の審査に入りますが、ここで、委員長より委員

各位に申し上げます。

決算審査に当たり、12名の委員から、議会運営

申し合わせに基づく質疑通告がありました。審査

の方法については、一般会計歳出は款ごとに、一

般会計歳入は一括とし、その他の会計は会計ごと

の審査区分に分けて質疑に入ります。

質疑は、審査区分ごとの会派順送りで行うこと

とし、事前に質疑通告をされた委員から質疑に入

ります。

無所属議員は、会派による質疑終了後に質疑を

お願いいたします。

次に、質疑通告をしていない委員の質疑は、通

告者全員の質疑終了後に、改めて審査区分ごとの

会派順送りで行います。

ただし、質疑通告者のいない款及び各会計の質

疑は、会派順送りではなく、一括して、挙手の順

で行いますので御了承願います。

質疑を行う際は、決算書のページを基に質疑を

行っていただきますようお願いいたします。

なお、モニターには会派の残り時間を表示しま

すので御参照ください。

以上でありますので、御協力方よろしくお願い

いたします。

それでは、議案第94号令和３年度弘前市一般会

計歳入歳出決算の認定についてを審査に供しま

す。

まず、一般会計歳出のうち、１款議会費に対す

る理事者の趣旨説明を求めます。

◎議会事務局長（佐藤 記一） １款議会費の決

算について説明申し上げますので、44ページ、45
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ページを御覧いただきたいと思います。

１項議会費は、議会運営に係る経費でありまし

て、予算現額４億1997万円に対しまして、支出済

額が３億9027万639円で、2969万9361円の不用額

となっております。

不用額の主なものを申し上げます。

８節旅費の1306万1270円は、一般行政視察に係

る旅費などが見込みを下回ったことによるもので

あります。

18節負担金、補助及び交付金の1050万5953円

は、政務活動費交付金の返還などによるものであ

ります。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本款に対しては、

質疑通告がありません。

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって、１款議会費に対する質疑を終結い

たします。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、２款総務費

に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長兼健康こども部理事（森岡 欽吾）

２款総務費の決算について御説明申し上げます。

決算書の45ページから65ページの１項総務管理

費は、企画部、総務部、財務部、市民生活部等に

係る経費であり、予算現額59億4701万2000円に対

しまして、支出済額は56億3427万7624円で、３億

1273万4376円の不用額となっております。

不用額の主なものを申し上げます。

46ページの１目一般管理費12節委託料の1139万

4478円は、ＡＩ音声認識議事録作成支援システム

試行運用支援業務委託料の確定などによるもので

あります。

52ページの３目財産管理費14節工事請負費の

3635万6000円は、旧市民参画センター等解体工事

に係る契約差額などによるものであります。

53ページの４目企画費12節委託料の3556万5342

円は、ふるさと納税返礼品発送等業務委託料の確

定などによるものであります。

57ページの５目支所及び出張所費18節負担金、

補助及び交付金の531万7990円は、地域おこし協

力隊導入事業に係る事業費の確定などによるもの

であります。

62ページの９目住民自治振興費18節負担金、補

助及び交付金の796万6158円は、市民参加型まち

づくり１％システム支援事業に係る事業費の確定

などによるものであります。

64ページの11目地方創生推進費18節負担金、補

助及び交付金の3740万6913円は、ライフ・イノ

ベーション推進事業費に係る事業費の確定などに

よるものであります。

65ページから68ページの２項徴税費は、市税の

賦課及び徴収事務に要した経費であり、予算現額

６億6893万5000円に対しまして、支出済額は６億

4671万7315円、翌年度繰越額は147万9600円で、

2073万8085円の不用額となっております。翌年度

繰越額のうち、継続費逓次繰越は固定資産評価事

業に係るもので、繰越明許費は収納管理システム

改修事業に係るものであります。

68ぺージから69ページの３項戸籍住民基本台帳

費は、予算現額４億7053万円に対しまして、支出

済額は４億2031万1152円、翌年度繰越額は693万

円で、4328万8848円の不用額となっております。

翌年度繰越額の繰越明許費は、住民記録システム

改修業務委託料に係るものであります。

それでは、不用額の主なものを申し上げます。

69ページの１目戸籍住民基本台帳費18節負担

金、補助及び交付金の3326万4800円は、個人番号

カード交付事業に係る事業費の確定などによるも

のであります。
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69ページから71ページの４項選挙費は、予算現

額１億4849万9000円に対しまして、支出済額は１

億3578万6874円で、1271万2126円の不用額となっ

ております。

71ページから72ページの５項統計調査費は、予

算現額1909万円に対しまして、支出済額は1593万

2018円で、315万7982円の不用額となっておりま

す。

72ページから73ページの６項監査委員費は、予

算現額6666万5000円に対しまして、支出済額は

6483万4862円で、183万138円の不用額となってお

ります。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本款につきまして

は、10名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、日本共産党。

◎２０番（石田 久委員） 62ページの２款１項

９目の町会事務費交付金について、3954万7000円

ですけれども、この町会事務費交付金、１町会当

たりの基本額が１万円プラス１世帯当たり700円

掛ける町会加入世帯数で各町会に割り当てられま

すけれども、昨年度、この事務費交付金を交付し

ていますけれども、コロナ禍で町会活動が縮小し

ているところもありますけれども、市には収支決

算書を提出もしているのですが、そこから見える

昨年度の町会活動について、事例を交えて、ぜひ

その辺についてお答えしていただきたいと思いま

す。

◎市民協働課長（高谷 由美子） 町会事務費交

付金についてお答えいたします。

町会事務費交付金は、町会に対して市が協力依

頼している事務に対して交付しているものです

が、交付に当たっては、その年度の収支の状況に

関する書類を町会の会計年度終了後に市に提出す

るよう求めております。

各町会から提出いただいた収支の状況に関する

書類や各町会からの実際の声を聞いたところによ

りますと、新型コロナウィルス感染拡大により総

会を書面開催とした町会や、従来行っていた夏祭

り等の活動を中止にした町会が多いように捉えて

おります。

一方で、コロナ禍で停滞した町会活動を活性化

させるため、感染対策を十分に講じて、町会活性

化支援補助金を活用して、住民の親睦を図る活動

を行った町会も、令和２年度は１町会に対し、令

和３年度は10町会ございました。また、小比内町

会では、若い世代が中心となった活動が開始され

ております。

このような状況から、コロナ禍以前の状態を完

全に取り戻したとまではいかないものの、少しず

つ町会活動が従来の形へ向けて戻りつつあるもの

と認識しております。

◎２０番（石田 久委員） この事務費交付金

は、各町会にはすごく大切な財源として町会活動

を行っているわけですけれども、本当にこの町会

事務費交付金は、コロナ禍の中でも各町会に、人

数分に対しての支給ということですので、これに

ついては、さらに、令和３年度はそうでしたけれ

ども、令和４年度になってもこのことが顕著に見

えてきていると思っています。

町会のほうからは、何も活動することがなかな

かないけれども、ごみボックスを購入したり、い

ろいろな意味でこういうような町会事務費交付金

を使ってのそういう活動が見られているので、引

き下げず、ぜひこのままやっていただきたいと思

います。

◎２３番（越 明男委員） ２款１項１目、45

ページ、情報公開審査会の役員報酬に関わって、

１点だけ、久々に情報公開問題について質疑いた

します。

この決算時期に私は複数の方々から開示請求の
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改善を求める意見を、要望を二、三人伺いまし

た。それは、今現在、開示請求は書面の持参、郵

送あるいはファックスなど、それが一応定番と

なっているのではないかと思うのですが、これに

加えて電子メールでの開示請求を求めるお声であ

りました。このお声にどう応えるかということ

と、昨今、行政のほうに電子メールでの開示請求

を求める動きがあったのかどうか、そのことを含

めて、電子メールでの開示請求の在り方を導入す

べきでないかという意見を申し上げて、市の見解

を伺いたいと思います。

◎法務文書課長（工藤 竜輔） 当市における公

文書の開示請求の手続についてでありますが、

今、委員がおっしゃったとおり、現状では市の窓

口で書面を直接提出していただくほか、郵送ある

いはファクスによっても行うことができるものと

なってございます。

しかしながら、昨今、インターネットの活用に

よりまして行政手続を簡略化することが求められ

ているということも認識しているところでありま

すし、それからまた、先般、市民団体のほうから

電子メールによる受付に関しまして申入れもあっ

たところでございます。

それからまた、実際、県内の他市におきまし

て、電子メール等で開示請求の手続ができるとこ

ろも増えてきているということも確認していると

ころでございます。

そうしたことから、当市におきましても、請求

者の利便性の向上を図るため、今後、電子メール

による開示請求を可能とする方向で検討を進めて

いるところでございます。

運用に当たっての関係規則等の改正の必要性の

有無をはじめ事務マニュアルの修正などのほか、

細かい部分にわたって検討をしまして、内容が決

まり次第、所定の手続を経て開始してまいりたい

と考えてございます。

◎１０番（千葉 浩規委員） ２款１項４目、54

ページの特許更新負担金についてです。

事業名は、地域エネルギープロジェクト事業化

推進事業という大変壮大な事業名ですけれども、

この事業と特許更新負担金の概要について答弁を

お願いします。

◎環境課長（菊池 浩行） ただいまの御質疑に

お答えいたします。

まず、この地域エネルギープロジェクト事業化

推進事業についてということで、まず事業概要で

ございます。

本事業は、エネルギーの地産地消を推進するこ

とで、自立的で持続的かつ災害に強いエネルギー

システムの構築を目指すとともに、民間企業等と

連携し、地域エネルギーの事業立ち上げを進める

ことで、地域における人や企業の新しい流れを創

出し、地域経済の好循環を図るというものであり

ます。

事業内容といたしましては、再生可能エネル

ギー設備の導入や事業化に向けた国や民間企業、

関係団体との協議・調整及び情報収集等を行うと

いうものであります。

次に、２点目でございます。特許更新負担金に

ついてということでございます。

平成31年２月１日に登録された特許技術、固体

残渣の再利用による水素精製方法、これについて

特許の更新を行うものでありまして、特許権者は

国立大学法人東北大学、株式会社大和三光製作

所、カーボンフリーネットワーク株式会社、そし

て弘前市のこの４者で負担をしているものであり

ます。

本技術は、下水汚泥から水素を直接製造するも

のでありまして、連続的な反応により従来の製造

技術と比較して、時間当たりの水素精製量を増加

させるメリットがあるというものであります。し

かし、この技術が実証段階にあること、さらに、
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現時点においては、水素自体の需要が見込まれて

いないことから、特許を保有しているだけの状況

となっております。

なお、東北大学では、本技術の活用を模索して

いるものの、現時点で目立った進捗はないもので

あります。

◎１０番（千葉 浩規委員） ありがとうござい

ます。

続きまして、２款３項１目、68ページの非常勤

職員報酬、ここではマイナンバーカードの普及促

進について答弁をお願いします。

◎市民課長（尾坂 毅） それでは、マイナン

バーカードの普及促進の取組について御説明させ

ていただきます。

これまでに実施してきた内容としましては、ま

ずは受付窓口を増やすためにマイナンバーカード

普及促進対策室というのを市民防災館の４階に設

置しております。同時に、受付職員の人数も増や

す必要がございますので、マイナンバーカード交

付関連業務の業務委託を実施してございます。

それから、できてきたカードを効率よく交付す

るために、マイナンバーカードの休日交付という

のも実施したことがございます。それから、申請

の後、カードができた後、なかなか取りに来ない

方もいらっしゃいますので、そういう方に対して

交付通知書を２回ほどさらに送付して、未交付者

を減らすということもやってございます。

それから、出張申請受付ということで、職場や

集会所、それから商業施設等に職員が出向きまし

て、申請を受け付けるということをしておりまし

て、市役所まで来庁することなく申請が可能で、

受け取りは郵送で対応ということもやってござい

ます。

以上の取組を実施してきたところでございま

す。

◎１０番（千葉 浩規委員） 今、マイナポイン

トの第２弾が行われていますけれども、その前の

マイナポイントの第１弾、国を上げてカードの促

進に向けて大々的に取り組まれてきましたけれど

も、弘前市におけるその申請数は御存じでしょう

か。答弁をお願いします。

◎市民課長（尾坂 毅） マイナポイントの申請

数ということでございますが、実はマイナポイン

トの管理に必要なマイキーＩＤというものがある

のですけれども、そちらのほうには住所情報が保

有されておらないということで、自治体ごとの申

請者数というのをちょっと把握することができな

いということになってございます。

そこで、全国民になるのですけれども、マイナ

ポイントの申請数ということでございますと、令

和３年度末、令和４年３月31日現在で、全国なの

ですが、2724万6096件申請してございまして、そ

のカードの交付を受けた人に対する割合は49.7％

となってございます。

ちなみに、令和４年８月末日現在の申請数は、

3326万8263件となってございまして、カード交付

を受けた人に対する割合は55.7％となっておると

いうことでございます。

◎１０番（千葉 浩規委員） 本当に今の答弁を

聞いて、職員の皆さんは普及のために本当に一生

懸命頑張っているのだなと思いました。

ところが、国が促進のための起爆剤としてきた

マイナポイントの第１弾については、各自治体が

幾らなのか分からないと。ひどい話だなと。さら

に、20代の方にマイナポイントの話もしたのです

けれども、実はカードは必要ないと。さらに、個

人情報のことがやはり心配だと。さらに、今のこ

の政府の国葬の強行とか、旧統一教会の問題と

か、こういうのがあるとますます心配になってく

るというふうなことを語っておりました。という

わけで、申請が進まないのは自治体の責任ではな

くて、国の責任だと私は思うのです。
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ところが、国は今度、カードの普及率に応じ

て、交付税の査定に差をつける方針というような

ことを私は聞きましたけれども、これは明らかに

交付税の精神に反するということを最後に語っ

て、終わらせていただきます。

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、さくら未

来。

◎３番（竹内 博之委員） 私からは、決算書54

ページの２款１項４目、弘前めぐりあいサポー

ター出愛創出事業について伺ってまいります。

前にもこの同じ事業で質疑したことがございま

して、私の課題認識としては、登録者数をどう確

保するかというか、マッチングの精度を上げるた

めにも必要だなと思っているのですけれども、そ

ういったことも踏まえて、まず昨年度１年間の総

括から伺いたいと思います。

◎企画課長補佐（笹田 哲文） 弘前めぐりあい

サポーター出愛創出事業の令和３年度の総括とい

うことでお答えいたします。

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影

響によりまして、お見合い、それから婚活イベン

ト、それから新規会員の獲得を図る休日登録会、

こういったことが中止を余儀なくされまして、事

業活動にも大きな影響があった１年となりました

けれども、この時期を捉えまして会員の声を把握

するためのアンケートを実施し、オンラインお見

合いを実施するなど、活動を柔軟に変更しなが

ら、可能な限りの出会いの場の創出に努めてま

いったところでございます。

昨年度の実績を申し上げますと、１対１のお見

合いの支援の実績といたしまして、実施件数は89

件となっており、約半数の47件が連絡先の交換に

至っております。

続いて、会員の登録状況でございますが、令和

３年度末の数字になりますが、男性184名、女性

98名の合計282名となっておりまして、昨年度の

新規会員登録数は63名となっております。

そのほか、婚活イベント、それから魅力アップ

セミナーの開催を通しまして、多様な出会いの場

の創出、それから参加者のコミュニケーション能

力の向上といった取組も進めていたところでござ

います。

それから最後、成果の部分でございますけれど

も、令和３年度の成婚件数、成婚報告は、過去２

番目に多い５件ということになっておりまして、

今年度に入りましても、８月末現在で既に３件の

成婚が報告されておりまして、累計成婚数は29件

といった状況からも、こういった取組が着実に成

果を上げているものと考えております。

◎３番（竹内 博之委員） 再質疑するのですけ

れども、その新規の登録者数を確保することが重

要だなと思っていて、再質疑で聞きたいのは、令

和３年度は69人ですか、新規の登録者数。これま

での新規登録者数は、毎年どれぐらいあったかと

いうのは一つ知りたいのと、あと登録している方

の構成比というのですか、例えば年代別の構成比

あたりもちょっと聞きたいと思うので、お願いし

ます。

◎企画課長補佐（笹田 哲文） まず、会員の年

代別の内訳のほうからお答えしたいと思います。

まず、20代が24名、それから30代が110名、40

代が97名、50代が51名ということで、30代から40

代の方が全体の７割以上を占めている状況となっ

ております。

それから、新規会員の登録者数の推移について

でございますが、平成29年度の広域連携開始時の

171名をピークといたしまして、過去３年間で

は、令和元年度が96名、令和２年度が76名、令和

３年度が63名と、減少傾向になっているという状

況です。これは、広域連携を開始した年から一定

年数が経過し、周辺市町村からの新規登録が落ち

着いているといったことや、新型コロナウイルス
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感染症の感染拡大によりまして、休日登録会と

いった事業も中止したといったことの影響もあり

まして、新規会員登録数が伸び悩んでいる状況と

分析しております。

次に、新規会員獲得のための取組についてでご

ざいますが、新規会員登録を増やしていくために

は、何よりもセンターの活動について、より多く

の方に理解を深めていただくことが重要であると

考えております。昨年度の取組といたしまして、

ノベルティーを作成して弘前圏域市町村の窓口で

の配布、それから婚活支援事業に御賛同いただい

ている協賛団体へ周知の協力といったことを依頼

するほか、フェイスブック、インスタグラムを活

用したターゲット広告といったことも１週間程度

で２回ほど配信しております。

このほか、御利用いただいている会員の声とし

て、ホームページに成婚者の声を掲載いたしまし

て、センターでの婚活の感想を御覧いただけるよ

うに情報発信にも努めております。

それから、令和４年度におきましては、保育施

設等を訪問いたしまして、センターの周知を行っ

てます。現在、比較的規模の大きい施設を16か所

ほど訪問いたしましたけれども、関心のある方へ

ぜひ会員登録をお願いしますねというような形で

呼びかけしておりましたところ、施設のほうから

は、趣旨に賛同すると。行政の事業ということで

安心感もあるといったような声も頂いており、会

員登録の拡大に向けまして、積極的に外に出ての

活動といったことも行っているところでございま

す。

◎３番（竹内 博之委員） 最後、質疑ではない

のですけれども、私の意見として、私はこの出愛

サポート事業を行政がやる意義は結構大きいと

思っていて、ただやはり、私も含めてなのですけ

れども、同世代の独身の方々の声を聞くと、登録

すること自体が恥ずかしいとか、かっこ悪いと

か、何かそういう雰囲気でなかなかちゅうちょし

ている現状もあって、この前、ちょっと民間事業

者でそういう婚活支援とかをやっている方とも話

をしたのですけれども、ある意味、こういう出会

いサポートに、行政であったり民間だったりとい

うところに登録することをもっとカジュアルな雰

囲気にしなければいけないのだというお話をされ

て、なるほどなというのを感じたのが一つあるの

で、そういう観点からも、ぜひ行政としての取組

をお願いしたのが一つと、もう一つは、この前、

広報に県でやっている、ＡＩで分析してマッチン

グを支援するみたいなものを私は見たのですけれ

ども、それも結構、私が同年代の友達に紹介する

と食いつきがよくて、やはりそのＡＩの分析に

よって自分が誰と合っているのかというのが気に

なっていて、その場でその人は登録していたので

すけれども、この前、市の広報でもうたってくれ

てはいるものの、やはり若年層の情報の獲得ツー

ルというのは、やはりスマホにすごく大きく依存

している部分もあるので、ぜひそういう部分での

発信ももっと強化してもいいのかなと思いまし

た。

最後、その民間事業者も、この婚活支援に当

たっていろいろな課題認識を持っていて、行政と

もっと協働・協調できる部分があるのではないか

という話も頂いたので、今現在でも広域で民間事

業者に補助を出したりとかとやられているとは思

うのですけれども、ぜひそういった形で、結婚し

てやはり子供を弘前で産み育ててというところに

つながっていく、私はこれが根本だと思っている

ので、ぜひ今後も強力に推し進めていただきたい

と思います。

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、政心公明。

◎１８番（鶴ヶ谷 慶市委員） 決算書67ペー

ジ、２款２項２目１節の非常勤職員の報酬の内訳

をお知らせください。
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◎収納課長（中田 和人） ２款２項２目１節報

酬の非常勤職員の報酬の内訳についてお答えいた

します。

決算書67ページの非常勤職員の報酬1121万6487

円は、収納課７名の会計年度任用職員の報酬で、

そのうち906万6380円が納税促進員の５名分の報

酬となっております。このことにつきましては、

決算説明書65ページの納税促進員報酬等(５名)の

ところに書いておりまして、報酬のほか期末手当

151万1064円、通勤手当16万円、社会保険料157万

5282円を加えまして、1231万3630円となります。

◎１８番（鶴ヶ谷 慶市委員） 次に、この納税

促進員導入の経緯についてもお知らせください。

◎収納課長（中田 和人） 納税促進員導入の経

緯についてでございます。

市税等の未納者に対し、収納課職員が電話や訪

問で自主的な納付を呼びかけておりましたが、さ

らなる収納率の向上を目指し、平成29年６月か

ら、これら納付勧奨業務に専念する納税促進員５

名を増加し、職員は専門的知識を要する滞納処理

業務に専念できるようにしました。

導入するに当たりましては、コールセンターへ

の委託も検討したところでございますが、市民と

直接関わってきた職員のスキルを継承し、現場で

密に情報交換をし、また電話がつながらない方へ

自宅訪問も可能な会計年度任用職員の導入を決め

たところでございます。

◎１８番（鶴ヶ谷 慶市委員） ただいま、納税

促進員が５名ということでありましたけれども、

その５名にした理由についてお知らせください。

◎収納課長（中田 和人） 納税促進員を５名に

した理由でございますが、現年滞納者、要は納期

限までに納めなかった方が１か月当たりおよそ

3,000人程度いることから、納税促進員を１人１

日当たり30件程度の納付勧奨業務を処理できると

して、それで勤務日数が20日ですと、１人１か月

当たり600件となります。それで、５人で3,000件

の処理ができるという計算の基で人数を割り出し

ました。

◎１８番（鶴ヶ谷 慶市委員） 次に、納税促進

員の業務内容についてお願いします。

◎収納課長（中田 和人） 納税促進員の業務内

容についてでございますが、現年度分の市税等の

滞納者、納期限までに納めなかった方に対する、

早期の電話や個別訪問による納付勧奨を中心に、

残高不足により口座振替ができなかった方への電

話連絡業務のほか、納付勧奨等の際に口座振替の

依頼や納付勧奨を行った記録を滞納管理システム

に入力する業務でございまして、これは、納税促

進員を導入する前には、収納課職員が行っていた

業務でございます。

◎１８番（鶴ヶ谷 慶市委員） 次に、納税促進

員の雇用条件についてもお願いします。

◎収納課長（中田 和人） 納税促進員の雇用条

件についてでございますが、週30時間勤務の会計

年度任用職員として雇用しておりまして、あと条

件としましては、普通自動車免許を有し公用車の

運転ができること、あと過去に営業職または接客

業務の実務経験が３年以上あること、三つ目とし

まして、パソコンで表計算ソフト等の基本操作、

要はワード、エクセル等ができることとしており

ます。

◎１８番（鶴ヶ谷 慶市委員） 納税促進員のこ

れまでの実績があると思いますけれども、お分か

りになればお知らせください。

◎収納課長（中田 和人） 納税促進員の実績に

ついてでございます。過去５年でいきますと、平

成29年度は、電話勧奨が1万5108件、訪問勧奨が

1,285件、合計で１万6393件。平成30年度は、電

話勧奨が１万9004件、訪問勧奨が3,463件、合計

で２万2467件。令和元年度は、電話勧奨が１万

4407件、訪問勧奨が3,486件、合計で１万7893
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件。令和２年度は、電話勧奨が１万3495件、訪問

鑑賞が3,140件、合計で１万6635件。令和３年度

で電話勧奨が１万4212件、訪問勧奨が2,339件、

合計で１万6551件となっております。

◎１８番（鶴ヶ谷 慶市委員） 費用対効果につ

いてもお尋ねしたいと思います。

◎収納課長（中田 和人） 納税促進員の費用対

効果についてでございます。

納税促進員が現年度分の滞納者に対し、早期に

電話や個別訪問を行うことで、新規滞納者を減ら

すことができるとともに、正職員は、重点的に取

り組むべき高額滞納案件や、あと滞納繰越分の納

滞納整理に専念することができることから、現年

度及び滞納繰越分、双方の収納率を向上できるも

のと考えております。

その結果としまして、平成29年度の市税等の収

納率93.59％から、令和３年度は95.62％と2.03ポ

イント増加しています。滞納額につきましては、

平成29年度の12億4356万円が、令和３年度には８

億2616万6000円と、４億1739万4000円減少してい

ることから、このことにつきましては、収納課の

収納係の職員の頑張りとともに、納税促進員導入

による効果も大きいものと考えております。

◎１８番（鶴ヶ谷 慶市委員） 最後に、青森県

内で納税促進員を導入している市町村はあるの

か、もし把握しておればお知らせください。

◎収納課長（中田 和人） 県内で納税促進員を

導入しているかということですが、このことにつ

きましては、青森県市町村課に確認したところ、

青森県内では納税促進員を導入している市町村は

ないと聞いております。また、八戸市だけが、電

話による納付勧奨を行っておりますが、その内容

は、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健

康保険税、国民健康保険について督促状発送後の

納付の確認ができない場合に、未納者に対し自動

音声電話による納税の御案内のお知らせを専用の

番号から発信しているとのことでした。

◎１７番（小田桐 慶二委員） 決算書48ページ

の２款１項１目、防犯カメラ設置看板製作業務委

託料についてお伺いします。

防犯カメラの東地区への設置の全体のことで

ちょっとお聞きしたいのですが、決算書を見たら

委託料にこの防犯カメラというのが出てこなかっ

たものですから、この項目を挙げました。

説明書の42ページを見ますと、防犯カメラ整備

管理事業ということで様々な項目が挙げられてお

ります。東地区に12基を設置して、ながら見守り

活動を開始したという説明があるわけであります

が、まず、いわゆる普通の見守り活動なのかなと

は思うのですが、この「ながら」とあえてつけ

た、これは何なのでしょうかという素朴な疑問

で、まずこの説明をお願いしたいのと、どういう

活動を、何々をしながら見守り活動をしているの

か、その活動内容。それと参加者52名と書かれて

います。どういう方々が、52名といいますと、延

べとも書いていないので、52名というとかなりの

人数がいるのですが、どういう方が参加をしてい

るのか、きちんとこの活動に参加するのはこの人

ですと定められているのか、そういう中身をお聞

きしたい。

まず、そこを二つお願いします。

◎市民協働課長（高谷 由美子） まず、防犯カ

メラ整備管理事業におけるながら見守りについて

お答えいたします。

ながら見守りとは、地域の皆さんが散歩しなが

ら、買物しながら、通勤しながらと、ふだんの生

活を送りながら、子供たちの様子や不審な人物、

車両がないかなどを注意して見守る、無理なく続

けられる活動のことであります。東地区では、令

和３年度に防犯カメラの設置と併せて、地域の防

犯意識の高まりにつながる取組として、地域の皆

さんと協働でながら見守りの仕組みづくりを行っ
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たものであります。

仕組みづくりの過程で、誰でも区別できる目印

になるものを身につけようとなったことから、携

行品としてＬＥＤアームバンドを腕や手首、バッ

グなどにつけてながら見守りに取り組んでいただ

いております。

東地区では、この防犯カメラのハード面と、こ

のながら見守りのソフト面を組み合わせた取組に

より、犯罪抑止効果をさらに高め、安全安心な地

域づくりを目指すものです。

次に、ながら見守りの参加者数が52名というこ

とについてですが、参加者は町会役員や東小学校

ＰＴＡ、民生委員、防犯指導隊などの方が中心と

なっております。募集に当たりまして参加を呼び

かけて、登録していただくという制度を取ってご

ざいます。

◎１７番（小田桐 慶二委員） そうすると、町

会なり学校関係、父兄の方々がふだんの市民生活

をしながらそういう見守り活動をしていくという

ことになりますが、そういう意識を持ってふだん

街を歩くとなると、様々な光景を目にすることに

なると思います。

そういう場合に、いわゆる個人情報に触れる可

能性というのもないわけではないと思うのです

が、一つは守秘義務について、その点はどういう

意識づけをしているのか。それから、仮に不審者

なり不審行動を発見した場合にはどう対応するの

かということ、そして、アームバンド等をつけて

いるということでしたが、このながら見守りの活

動によって、昨年度実施しての抑止力の効果をど

う評価しているか、この点をお伺いします。

◎市民協働課長（高谷 由美子） 最初に、個人

情報についてということですが、ながら見守り自

体は見守りということで、子供たちの様子を見

守ったり、不審者がいないかということの見守り

ということになりますので、個人の事情のところ

に入っていくというような活動ではないものであ

ります。

次に、不審者等がいた場合の対処の仕方でござ

いますが、ながら見守り参加者に対しましては、

不審な方を見かけた場合は、自分から声をかける

というようなことはなく、警察や交番のほうに通

報してほしいということをお願いしてございま

す。

続いて、ながら見守りの効果という部分でござ

います。ながら見守りは、無理なく行える見守り

活動で、誰でも参加しやすいということで、参加

者が増加することで地域を見守る目が増え、犯罪

の抑止につながると考えております。また、今

回、ながら見守りの仕組みづくりの過程や、定期

的に行うアンケート調査や活動内容の周知などに

より、地域全体の安全安心なまちづくりの意識を

高めるものと考えております。

◎１７番（小田桐 慶二委員） そうすれば、最

後に、52名の方々が登録をしてそういう活動をし

ているということですが、昨年度、実績という言

い方はちょっとそぐわないかも分かりませんが、

例えば不審者なり不審行動の人を発見して警察に

連絡したというような事例はあったのでしょう

か。そして、この取組を他地域へ拡大するお考え

はあるのでしょうか。

◎市民協働課長（高谷 由美子） まず最初に、

実績という部分で、ながら見守りが不審者の通報

などにつながったかどうかということにつきまし

ては、市のほうでは把握してございません。

次に、この取組をほかの地域にも広げていくの

かということにつきましては、東地区におけるな

がら見守りの取組は、防犯カメラの設置と併せて

モデル事業として実施しているもので、ながら見

守りの仕組みづくりの方法や活動の効果等を検証

しながら、他の地域への展開を検討していきたい

と考えております。ただ、各地域においては、既
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に防犯パトロールや街頭指導など、様々な防犯や

見守り活動がなされているところもございますの

で、ながら見守りをそれらの活動に代えるという

ことではなく、その地域に合った防犯活動が展開

されるよう支援してまいります。

◎１７番（小田桐 慶二委員） 次に、マイナン

バーカードについて。決算書68ページ、２款３項

１目、マイナンバーカード交付関連事務等業務委

託料についてお伺いします。

マイナンバーカード制度が始まって六、七年、

７年ぐらいになるのでしょうか……なりますが、

昨年度、先ほど千葉委員の質疑への答弁にもあり

ましたが、出張申請を実施したと。民間の施設等

に出向いてやったということでしたが、この出張

申請の状況を具体的にお知らせください。

◎市民課長（尾坂 毅） 出張申請の実績という

ことでございますが、令和３年度につきまして

は、上松原町会ほか４町会、それからなかの保育

園、それから船沢出張所の、場所としましては計

７か所のほうで、合計137件の申請を受付したと

ころでございます。

令和２年度の実績が29か所397件ということで

ございましたので、それと比較しますとかなり

ちょっと減少しておりますが、こちらのほうが新

型コロナウイルス感染症の感染者の増加によりま

して、予定していた出張が取りやめになったりで

すとか、それから出張依頼自体が減少したことに

よるものと考えてございます。

また、今年度につきましては、弘前商工会議所

等の職場に４か所出張をさせていただいたことに

加えまして、市内の商業施設で、８月、９月の毎

週土・日曜日に申請窓口のほうを設置させていた

だきまして対応しておりまして、８月末現在の実

績としましては、場所としては６か所、件数は

344件の申請を受付したところでございます。

◎１７番（小田桐 慶二委員） この説明書を見

ますと、申請件数が７万3013件、交付件数が６万

3556件と、約１万弱ぐらいの差があるのですが、

この差が何なのかということをまず一つお知らせ

いただきたいのと、それから、申請をするときに

何らかの準備不足で一旦戻ったと、申請できな

かったというようなケースはあったのか。また、

あったとすれば、どういうケースが多かったのか

ということをお知らせいただきたい。

それと交付率が37.7％と、今年の３月31日末現

在、この37.7％の交付率をどのように受け止めて

おられるか。

◎市民課長（尾坂 毅） まず、申請数と受付数

の差ということでございますが、カードの申請を

受付してからカードの交付までが大体１か月ほど

かかるということになってございます。ですの

で、どうしても申請よりも交付のほうが少なくな

るということでございます。

それから、受付にいらした方が戻ったケースが

あるのかということなのですが、すみません、そ

れについては、ちょっと現場のほうからちょっと

そのお話を聞いておりませんので、ちょっと今、

実際にあるかどうか分からないので、後からお伝

えさせていただきたいと思います。

それから、３年度末の交付率が37.7％の受け止

めということでございますが、確かに３年度末の

青森県の平均が37.4％となっておりまして、それ

には上回っておりますが、全国平均が43.3％とい

うことで、それにはちょっと及ばない数値となっ

てございます。それで、令和４年度は国のほうで

やっておりますマイナンバーカードの交付円滑化

計画の最後の年度になっておりますし、一応国の

目標としましては、今年度末にほぼ全ての住民に

交付するということも目標としていることですの

で、市としても交付率を上げるための取組の必要

性は、十分認識しているところでございます。

そこで、具体的な対策としまして、市役所の前
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川新館１階の市民ギャラリーのところに窓口のほ

うをちょっと増設しまして、申請者の増加に対応

しておるというところと、先ほども申し上げまし

たけれども、８月から９月にかけまして、毎週

土・日曜日に市内の商業施設で出張、申請の受付

窓口を設置して、買物に来たついでに気軽に申請

できる機会を提供しております。さらに、今後も

市内の会社ですとか、町会ですとか、出張申請の

依頼がございましたら、可能な限り対応しまし

て、申請者を増やすための取組を継続してまいり

たいと考えてございます。

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、創和会。

◎８番（石山 敬委員） まずは２款１項１目、

47ページ、ＩＣＴ活用事業についてお伺いしま

す。

まずはテレビ会議についての実績、令和２年度

の途中からの事業ですけれども、令和２年度と比

較してどうだったのか、どういう場面で行われて

きたのかお伺いします。また、どういった効果が

得られたのかについてもお伺いします。

◎情報システム課長（羽場 隆文） それでは、

私のほうからテレビ会議の実績、それから２年度

との比較、それからどういった場面で行われてき

たか、それからどういう効果が得られたのかとい

うことについてお答えいたします。

令和３年度のテレビ会議の実績ですけれども、

利用件数が1,991件、利用時間が6,618時間となっ

ておりまして、協議会とか担当者会議というもの

から説明会、それからオンライン研修といったも

のなど、多岐にわたって活用しております。

令和２年度との比較ということですけれども、

令和２年度は、利用件数が493件、それから時間

が1,381時間となっておりまして、件数が1,498件

の増、それから時間が5,237時間の増と、令和３

年度の利用実績は大きく伸びているところです。

今までの会議との比較した際の効果ですけれど

も、直接対面しないことによりまして新型コロナ

ウイルス感染症の対策になっているということと

か、あと、庁舎内から会議、研修会などに参加で

きるということで、移動時間の短縮などや旅費の

削減というものにも効果があると思っておりま

す。

◎８番（石山 敬委員） 分かりました。

続いて、テレワークについてお伺いします。

これについても、令和２年度と比較しての実績

をお伺いします。また、テレワークといえば、

データを簡単に持ち出せないとか、あとはウイル

スの問題等もあるのですけれども、どういった対

策を行ってきたのかについてお伺いします。

◎情報システム課長（羽場 隆文） テレワーク

の実績、それからセキュリティーの問題、どうい

う対策をしてきたかということについてお答えい

たします。

令和３年度のテレワークの利用実績ですけれど

も、件数が710件、それから利用時間が4,832時間

となっており、新型コロナウイルス感染症の対策

としての自宅勤務、それから地域おこし協力隊と

かまつり本部による庁外活動での利用、それから

県外の出張とかというものに使われておりまし

た。

２年度との比較ということですけれども、利用

件数が796件、それから利用時間が7,946時間とい

うことで、利用件数は３年度のほうが86件の減、

それから利用時間が3,114時間の減と、利用時間

は下がってはいるのですけれども、これは令和２

年度のときに新型コロナウイルス感染症の対策の

関係で、東京事務所の職員が毎日の業務をテレ

ワークで実施していたということで、ちょっと時

間が大きくなっていったものです。

それから、セキュリティーの問題ということで

すけれども、庁外で利用する専用のパソコンから

庁内にある、課室にあるパソコンへ接続するリ
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モートデスクトップという仕組みを採用しており

まして、この仕組みにより庁内にある課室のパソ

コンの画面だけが専用のパソコンに映し出される

という仕組みになっておりまして、保存したファ

イルとか、それからシステムの操作とかは、全て

庁内のパソコン、課室パソコンで行うことになっ

ております。よって、この仕組みによりまして、

ファイル等は直接庁外へ持ち出すことはなくて、

また庁内の課室のパソコンの機能は全て使えると

いうことでありますので、十分なセキュリティー

対策が取られた状態で、庁外にいながら庁内のパ

ソコンを使っていると、使えるというような形に

なります。ですので、今これまでセキュリティー

等の問題は発生しておりません。

◎８番（石山 敬委員） 分かりました。

最後ですけれども、ここの議場とか、あと議員

の控え室とかで結構スマホの通信が非常に悪く

て、たまに……はい。

ただ、今回、市役所の庁内のあまりＷｉ-Ｆｉ

も含めて通信の環境があまりよくないような感じ

がするのですけれども、今回、こういうテレワー

クとかテレビ会議を通じて、トラブル等があった

ものかお伺いします。

◎情報システム課長（羽場 隆文） 今、委員

おっしゃるとおり、何か庁内の通信環境がちょっ

と悪いのではないかという声は届いているところ

です。テレビ会議とか、あとテレワークを行うと

きには、専用のパソコンにポケットＷｉ－Ｆｉを

使って、活用していただいております。時間帯と

か、あと庁内の使う場所によりまして、過信が不

安定になるという声は聞こえておりますけれど

も、ただ、これによって会議ができなかったと

か、そういうふうな大きなトラブルは起こってい

ないと聞いております。

◎８番（石山 敬委員） 分かりました。ありが

とうございます。

続きまして、２款１項９目、62ページ、町会活

性化支援補助金についてお伺いします。

まずは、今回の事業活用の内容についてお伺い

します。

◎市民協働課長（高谷 由美子） 町会活性化支

援補助金についてお答えいたします。

令和３年度の事業活用の内容についてというこ

とでございますが、令和３年度は、ラジオ体操、

親睦会、ねぷた運行がそれぞれ２件、そのほか花

育て運動、ヨガ教室、町内広報紙の発行、親子餅

つき大会の合計10件となっており、そのうち１件

につきましては、３町会合同での取組となってお

ります。いずれも町会行事への参加者や町会加入

者を増やす対策事業として有効な取組であったと

認識しております。

◎８番（石山 敬委員） 参考までに、令和３年

度にかかわらず、これまでの特徴があった活動に

ついてもちょっと御紹介していただきたいと思い

ます。

◎市民協働課長（高谷 由美子） これまでの特

徴のあった活動ということでございます。一例を

申し上げますと、交流会開催の前に町内のごみ拾

いと危険箇所の点検を行ったもの、また津軽文化

を学ぶ講座、例えば津軽弁講座や登山ばやしの演

奏を開催したもの、そのほか、９町会が合同でお

笑いライブを開催したというもの、そして防災に

ついての学習会などがございました。こういった

新たな取組で町会行事への参加者を増やしなが

ら、各町会の課題解決や特色を意識した事業も行

われております。

◎８番（石山 敬委員） 非常に多岐にわたった

活動があるなと思いました。ただ残念なのは、こ

の予算では176万2000円に対して40万6000円とい

うことで、残念な結果となっております。この原

因についてお伺いします。

また、これは継続もオーケーということなので
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すが、新規と継続の割合というのですか、その活

用割合と、新規町会が恐らく少ないのかなと

ちょっと予想するのですけれども、この新規町会

への働きかけの方法、また４年度も始まっていま

すけれども、そういった働きかけの方法について

お伺いします。

◎市民協働課長（高谷 由美子） 令和３年度の

申請件数が10件と低調であった要因といたしまし

ては、やはり新型コロナウイルス感染症の影響に

より、地域活動の自粛を余儀なくされたことで、

町会活動全般にわたり停滞していること、また補

助金の存在や活用方法が町会内で浸透していない

ことなどが考えられます。

次に、継続と新規の活用割合につきましてて

は、令和３年度の活用実績10件に対し、新規町会

の活用が４件、継続町会が６件となっておりま

す。

新規に補助金の活用を促すための働きかけにつ

きましては、これまでも各町会長宛てに制度概要

や募集案内を送付するなど周知に努めてきたとこ

ろではありますが、さらにエリア担当職員から町

会長会議などで周知していただくことや、活用事

例の紹介、また、当課におきまして事業の構築の

助言や申請書類の作成に当たっての支援など丁寧

に行っておりますので、気軽に御相談いただきた

いことを繰り返し伝えてまいりたいと思います。

◎８番（石山 敬委員） 先ほども言いましたよ

うに、この事業は非常に自由に使える補助金です

し、連合町会等でやれば、町会掛ける補助金単価

ということで非常に枠も広がっていきますので、

連合町会長会議あたりでぜひ周知をお願いしたい

と思います。

続いて、２款２項２目、67ページ、スマート

フォン決済アプリ収納事業についてお伺いしま

す。

これは、令和３年３月１日の開始ということで

すが、実績は説明書を見る限りでは、思ったより

も非常に多くの方が活用していたのかなと思いま

した。この収納件数の内訳についてお伺いしま

す。

また、このスマートフォン決済の市のホーム

ページを見ますと、注意事項が結構多く書かれて

いたのですけれども、このことについて問題等は

生じたのかお伺いいたします。

◎収納課長（中田 和人） まず、スマートフォ

ン決済アプリの利用件数についてお答えします。

当市では、スマホ決済を令和３年１月４日から

導入しており、令和３年度、令和３年４月１日か

ら令和４年３月31日までのスマホ決済利用件数

は、市税等の現年で3,245件、滞納繰越分114件の

合計3,359件となっております。さらに、税別の

内訳としましては市県民税の普通徴収が921件、

固定資産税が1,741件、軽自動車が697件となって

おります。逆に、スマホ決済の市税等に対する割

合につきましては、現年分の市税等の取扱件数が

41万4035件に対し、スマホ決済が3,245件で、そ

の占める割合は0.79％となっております。

次に、スマホ決済の注意事項が多い点でござい

ますが、スマホ決済につきましては、場所、時間

を問わずに市税等の支払いができる反面、窓口で

支払った場合、納付書についている領収書に受領

印が押され、それが領収書となります。ただ、ス

マホ決済はそれがないため、領収書が発行されな

い形になっております。そのため、軽自動車の車

検時には領収書が必要なことから、できるだけ金

融機関等の窓口での納付をお願いしているところ

でございます。

また、スマホ決済を行った場合、納付書がその

まま残ってしまうことから、スマホ決済後、過っ

て、要はまたその納付書を見て納めていないなと

いう勘違いをされて、二重納付のおそれもあるこ

とから、そのことも含めて注意喚起をしていると
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ころでございます。

◎８番（石山 敬委員） 今、課長がお話しした

その注意点の中に、領収書や車検証明が必要な場

合は、スマートフォン決済ではなくて金融機関に

というお話がございました。他の自治体の事例を

見ますと、いかに個人といえども、車検に出すた

めには納税証明書が必要なわけで、他の自治体で

はスマートフォン決済をやっても１週間後に領収

書を発行しますというような自治体もありまし

た。ぜひ弘前でもこのような対応をやってほしい

のですけれども、何か弘前として、この納税証明

書のことについて、何か解決策、解消策等はある

のかお伺いをいたします。

◎収納課長（中田 和人） 領収書の取扱いでご

ざいますが、スマホ決済で軽自動車税を納付され

た方につきましては、口座振替の支払いと同様

に、納期内に納めていただいた方に関しましては

車検用の納税証明書をこちらから郵送しておりま

すが、納期後に納めていただいた方に関しまして

は、必要なときに窓口で発行する形になっており

ます。ただ、その必要なときに窓口に来られる場

合は、ほどんど要は自動車を車屋に預けて、本当

に車検を取る段階になっておりますので、そうい

う方々に関しては、ほとんどが業者のほうが納税

証明書を代理申請を取ってくださっておりますの

で、現状では特に大きな問題は発生しておりませ

ん。

今後の解消策につきましてですが、車検時の納

税確認につきましては、国の軽自動車の手続の電

子化に伴い、現在、国の軽自動車税納税確認シス

テムと市の収納管理システムとの連携をさせる作

業を進めておりまして、これが令和５年１月から

稼働することで、車検時の納税確認はこのシステ

ムを介して行われることから、領収書、あと納税

証明書が不要となることになっております。

あとそれから、二重納付につきましては、納付

時に既に払ったかどうかを確認する、システムで

行うことはできず、市の公金になってから、収納

課の原簿消し込み作業で行う際に、二重納付だと

分かる仕組みになっておりますので、二重納付が

確認された後で返還するという流れを、これは

ちょっとなかなか変えることができません。

◎８番（石山 敬委員） 最後、ホームページに

も書かれていませんし、当時の予算書にも書いて

いないのですけれども、ポイントについて、ス

マートフォン決済となればポイントが通常つくわ

けなのですけれども、今回の納税に関してのポイ

ント付与についてはどういったものなのでしょう

か。

◎収納課長（中田 和人） スマートフォン決済

アプリを使用した場合ですが、市が開始しました

令和３年１月４日時点では、ペイペイが納付額の

0.5％分のポイント付与がありました。ただ、令

和４年３月で終了しております。

ポイントの付与につきましては、スマートフォ

ン決済アプリや事業者の判断で付与しているもの

でございまして、市と契約時にポイント付与の条

件ですとか、あと手数料の価格転嫁といった条件

は付しておりません。

◎９番（木村 隆洋委員） ２款１項４目、決算

書53ページ、ひろさきローカルベンチャー育成事

業についてお伺いいたします。

本事業は三つの委託料と一つの補助金から成り

立っている事業ですので、各論というか、総括的

にお伺いしたいと思います。

まず初めに、本事業の令和３年度の事業実績

と、これまでの事業実績を具体的にお伺いいたし

ます。

◎企画課長補佐（笹田 哲文） それでは、ひろ

さきローカルベンチャー育成事業の令和３年度の

事業実績についてお答えいたします。

平成29年度の事業開始以降、ローカルベン
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チャー育成事業に取り組むため、当市に移住した

人材は総勢12名となっておりまして、令和３年度

は、８名のメンバーがりんご産業、それからワイ

ン産業、教育、アートといったような分野におき

まして、それぞれ起業プロジェクトを立ち上げ、

地域資源を活用した新商品、あるいは新サービス

の開発、それから地域課題に対応した新規事業の

各種調査、実証事業等の活動に取り組んでおりま

す。

具体的な活動実績で主なものを申し上げます

と、りんご産業プロジェクトでは、弘南鉄道と連

携したりんご収穫体験の実施、それからアートプ

ロジェクトでは、弘前アーティスト・イン・レジ

デンスといたしまして、弘前中央駅のホーム壁面

をキャンパスといたしまして、公開制作の実施、

それから市内回遊型のアート展を開催するなど、

多くの市民がアートに触れる機会というものを実

施しております。また、大学生と共同で若者向け

のシードルのペアリングメニューの開発に取り組

んでいるほか、そういった起業に向けた様々な活

動を展開しているといった状況になっておりま

す。

◎９番（木村 隆洋委員） 今、これまでの様々

な実績を伺いました。この実績を踏まえた上で、

これまでの効果というのを、市としてどういう見

解をお持ちなのかお尋ねいたします。

◎企画課長補佐（笹田 哲文） これまでの効果

をどのように考えているのかという部分でござい

ますけれども、ローカルベンチャー育成事業に取

り組むために当市に移住してきた人材というの

は、先ほど申し上げましたとおり12名の方が移住

されております。そのうち４名の方が当市におき

まして起業、定住に至っておりまして、現在、活

動を継続しているのが４名いるのですけれども、

その方の今後の起業、定住といったものも見込ま

れている状況でございます。

実際に起業に至った具体例といたしまして、教

育プロジェクトに取り組んだ方は、令和３年の４

月に黒ニンニクを生産・加工・販売する農業法人

を設立いたしまして、新規就農に興味のある若者

を自社で受け入れまして、農業経営の知識、技術

といったものを身につけてもらって、将来的に独

立就農を促すといった取組、それから同法人で飲

食店の開業を目指す若者に対しても、様々な団体

と連携しながら、併走型の支援と、コンサル業務

ということも継続しているという状況です。

それから、ワインプロジェクトに取り組んだ方

ですけれども、本年２月にワインショップを開業

いたしました。ワイン販売のほかにワインスクー

ル、それから試飲イベントの開催、それから自分

で栽培するぶどうによるブランドワインの製造と

いったものを目指しながら、弘前にワイン文化を

根づかせるような活動も継続していただいていま

す。

さらには、ローカルベンチャー育成事業におい

てコーディネーターとして活動された方になるの

ですが、事業拠点のオランドという拠点がござい

ますけれども、その２階にりんご箱を使ったベッ

ドを目玉としたゲストハウス事業を開業しており

ます。多様な方が弘前に訪れて地域と関わり、新

しいチャレンジが生まれるための交流拠点にした

いといった思いで起業されておりますし、関係人

口を創出する事業にも継続して取り組んでいただ

いております。

こういったように、起業家の誕生といったもの

が、この事業の結果として、効果として現れてい

ますけれども、それ以外にも事業拠点に訪れる

様々な方の交流機会が増えることによりまして、

新たな人とのつながりができ、そしてまた新たな

取組に発展する可能性といったものも創出されて

いるということで、いろいろな形での波及効果が

生まれているものと考えております。
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◎９番（木村 隆洋委員） 今、いろいろお話を

伺いました。黒ニンニクをやられている方も、非

常に一生懸命やられているなとも思っておりま

す。また、先ほども話がありましたが、今年です

けれども、先月、百石町の施設の中で、２階でり

んご箱を置いて、それを宿泊施設にすると。すご

い、なかなか考えつかないアイデアだなとも思っ

ております。

徐々に徐々に、なかなか一気にという感じでは

ないですけれども、徐々に徐々に、特に若い市民

の方には浸透してきているのかなと思っておりま

す。

今後、この事業を推進していく上での課題とい

うものを市としてどのように認識しているのかお

伺いいたします。

◎企画課長補佐（笹田 哲文） 今後の事業を推

進していくための課題ということでございます。

ローカルベンチャー育成事業の任期が満了いた

しまして、そのまま当市で引き続き定住していく

ためには、起業後の経営というものを早期に安定

させていくことが課題の一つと認識しています。

そのためにも、この育成期間において、事業計画

あるいは資金計画の策定支援、それから初期投資

の負担軽減、顧客開拓を総合的に支援する仕組

み、こういったことを充実させていくことが重要

と考えておりまして、ひろさきビジネス支援セン

ター、それから金融機関などの関係機関との連携

を強化しながら、やはり安心してこの地域で起業

できる環境づくり、こういったものが求められて

いると認識しております。市といたしましても、

引き続きひろさきローカルベンチャー起業事業費

補助金により起業に要する経費の一部を補助する

ほか、市が今後実施するあらゆる事業との連携、

そういった協力、それからそれぞれの事業、起業

家が活動されている内容を市の移住ポータルサイ

トで、弘前ぐらしというのがあるのですが、そち

らで周知を図るなど、やはり起業後のフォロー

アップが大切だと思っていますので、こういった

ことをきちんと務めるとともに、ローカルベン

チャーの事業拠点、百石町にあるオランドでござ

いますけれども、やはり市とか関係機関だけでは

なくて、そういった新たなチャレンジを応援する

人々が集まるような、交流拠点となるような場に

するように、あらゆる連携、方策というものを考

えていきたいと思っております。

◎９番（木村 隆洋委員） 次に行きます。２款

１項９目、決算書62ページ、市民参加型まちづく

り１％システム支援補助金についてお伺いいたし

ます。

決算説明書を拝見すると、令和３年度の交付団

体が43団体と記載されています。令和３年度の申

請団体数、また事業採択率がどうなっているのか

お伺いいたします。

◎市民協働課長補佐（村田 善彦） 市民参加型

まちづくり１％システムについてお答えいたしま

す。

令和３年度の申請団体数、事業の採択率につき

ましては、一般部門で39団体から42事業が申請さ

れており、そのうち41事業が採択されまして、事

業の採択率は97.6％となっております。スタート

部門につきましては、５団体から５事業が申請さ

れており、全事業が採択されております。

◎９番（木村 隆洋委員） 思ったよりすごく高

い採択率で非常によかったなと、今聞いて思いま

した。一般部門で１事業が不採択になったという

お話でした。その不採択になった主な理由という

のはどういったものなのかお伺いいたします。

◎市民協働課長補佐（村田 善彦） 令和３年度

に申請された事業のうち１事業が不採択となって

おりますが、この事業につきましては、学生団体

が申請したものであります。採択の可否を審査す

る審査委員会での意見といたしましては、事業の
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目的と内容は理解できるが、事業の成果がより地

域に還元されるような工夫をしていただきたいこ

と、また、学生団体という特性上、事業の内容だ

けではなく、団体の思いや結果も後輩の学生へ継

承できる仕組みづくりをしていただきたいとのこ

とで、事業については不採択となっております。

不採択となった事業につきましては、単に不採

択と決定して終わるのではなく、次につながるよ

うに審査会の中でより効果的な事業内容や方法に

ついて、審査員が様々な提案や助言を行っており

まして、この事業につきましても、令和４年度に

その提案を反映した形で再度申請し、採択されて

おります。

◎９番（木村 隆洋委員） 今、補佐にお願いし

ようと思ったことを全ておっしゃっていただい

て、どうしても決算なので、すみません、令和４

年度に採択されているのを知らなかったもので、

お願いしたいのも全て言っていただいて、採択さ

れたので、その部分はよかったと思います。特に

学生なので、そこで止まらないというのが必要だ

と思いますので。

この令和３年度、新たに市民参加型まちづくり

１％システムを充実させていく上で、説明書のほ

うで四つ重点的に取り組んだことが掲げられてお

ります。まちづくりフォーラムをやったりとか、

広報の強化をするとか、採択の方々の事例集を作

成とかとあるのですが、やはり一番注目されるの

がスタート部門の新設と、２次募集からという部

分だと思います。このスタート部門、４団体に交

付した……５団体と言われたのですか、さっき、

ごめんなさい。そのスタート部門の社会教育・文

化が２件、その他２件とあるのですが、説明書で

は４件という形になっているのですけれども、こ

のスタート部門で採用された方々の特徴といいま

すか、それをお伺いいたします。

◎市民協働課長補佐（村田 善彦） 令和３年度

から導入いたしました新規団体向けのスタート部

門につきましては、補助金額を低く抑え、申請手

続を簡単にすることで、初めての団体が気軽に申

請しやすい制度となっております。令和３年度

は、このスタート部門に五つの団体が申請し、全

て採択されておりますが、団体の都合により、１

事業が申請を辞退しております。

団体の特徴といたしましては、３団体が大学の

サークルやゼミの団体となっておりまして、それ

ぞれのサークルの活動内容をより多くの市民へ周

知し、理解を深めてもらうことを理由として申請

し、採択されております。そのほか、津軽の伝統

工芸の継承を目的とした団体や、辞退はされまし

たが、市内の高齢者を対象とした仲間づくりを目

的としたサークルがスタート部門として採択され

ております。

◎９番（木村 隆洋委員） やはり、まちづくり

１％システムは、できれば100％というのが理想

だと思いますので、結果的には、先ほどの話だ

と、不採択になった団体も令和４年度には採択さ

れているというお話でしたので、その継続性とい

いますか、今年度になってしまうのですけれど

も、また恐らく不採択の団体が出た場合には、今

回みたいなフォローアップをきちんとしていただ

いて来年につなげるように、そこはお願いしたい

と思います。

次に行きます。２款１項11目、決算書63ペー

ジ、ＩＣＴ技術活用先端医療体制構築支援業務委

託料についてお伺いいたします。まず、この事業

に関して参加している病院、どういった病院が参

加しているのかお伺いいたします。

また、具体的な事業成果について見解をお尋ね

いたします。

◎企画課参事（櫻庭 智之） ＩＣＴの委託料の

関係でございます。本事業につきましては、ス

マートフォンやタブレット端末におきまして、医
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療用画像などのデータ共有を可能とする医療関係

者間のコミュニケーションアプリでありますＪｏ

ｉｎの運用に関する実証事業でございまして、国

の地方創生推進交付金を財源にしまして、令和元

年度から３年間実施してきたものでございます。

そして、アプリを導入した参加病院といたしま

しては、令和３年度末までに弘前大学医学部附属

病院、国立病院機構弘前病院、健生病院、弘前脳

卒中、リハビリテーションセンター、弘前小野病

院の市内５病院に加えまして、弘前地区消防事務

組合におきましても導入してございます。

次に、事業の成果といたしまして、アプリの利

用状況は、症例相談など病院間の連携が令和２年

１月から令和３年12月までにおきまして463件、

救急搬送先の医療機関への症状伝達など救急隊で

の活用が令和２年８月から令和３年12月までにお

きまして317件となってございます。

なお、弘前大学医学部附属病院の検証によりま

すと、患者の病院到着から手術室の入室までに要

した準備時間が、Ｊｏｉｎ導入前の平均123分に

比べまして、その約１割に当たる13分を短縮でき

たという結果が得られております。

また、市内の５医療機関や救急隊を対象とした

アンケートでは、高い割合で正確な患者情報の伝

達やコミュニケーションの活性化に効果があった

というような回答とともに、医師の負担軽減につ

いても有効性を感じたというような結果が得られ

てございます。

◎９番（木村 隆洋委員） 救急の部分も13分、

１割短縮ということで、やはりだんだん効果は出

てきているのかなと感じております。

これまでも本事業に関して予算決算等で質疑も

してきたのですが、これから広域的な利用も市と

して推進していきたいというようなお話もあった

かと思っております。特に救急が弘前地区消防事

務組合だけではなくて、ほかのところもとなれ

ば、もっといろいろな価値が出てくるのかなとも

思っておりますが、この広域的な利用についての

課題という部分をどのように認識しているのかお

尋ねいたします。

◎企画課参事（櫻庭 智之） 広域的な利用の課

題についてでございます。

津軽地域保健医療圏というような広域的な視点

で見ますと、その中でもやはり弘前大学医学部附

属病院が中心的な役割を担っておりまして、西北

五地域保健医療圏をはじめ周辺地域からの患者の

救急搬送も行われてございますが、現時点でＪｏ

ｉｎを導入しているのが、現在は弘前市内の４病

院のみとなってございます。

今後、広域的な救急医療の連携をさらに強化し

ていくためには、市内はもとより市外の医療機関

でも本アプリを普及させていく必要がありまし

て、その導入に係る経費であったり、あるいはラ

ンニングコストが課題となっているところでござ

います。

◎９番（木村 隆洋委員） 今、弘前の４病院、

現時点で４病院のみの導入というお話もありまし

たが、先ほど具体的な事業成果の部分でも、救急

の手術への時間短縮だけでなくて、コミュニケー

ションもしたりとか、やはり特に、例えば研修医

の方とかというのは、なかなか病名の判断がつか

ないという中では、本アプリによって経験値のあ

る先生方からこうではないかということを教えて

もらえるということも大きいというふうに感じて

おります。

そういう意味では、現時点では４病院のみの導

入とはなっているのですが、これはやはり広げて

いくことによって、各病院にとっても、例えばそ

の研修医の受入れ等とかといったことにも非常に

効果があるのではないかと感じております。その

点に関して、市の見解をお伺いいたします。

◎企画課参事（櫻庭 智之） アプリの導入によ
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ります研修医の受入れなどに効果があるかという

なことでございます。

アプリの導入の成果といたしまして、医療現場

で医師の負担軽減につながっているというよう

な、先ほど申し上げましたけれども、そういった

アンケート結果が得られておりますが、これは若

手医師が当直の際に自宅待機の上級医師であった

り、あるいは専門とする医師とアプリを通じて連

携するなど、病院内での連携に使用したものでご

ざいまして、その実績は、令和２年１月から令和

３年12月までにおきまして111件となってござい

ます。そのうち86.5％の96件におきまして、待機

している医師の呼出しが不要となったということ

で、医師の負担軽減が図られてございます。

現在、Ｊｏｉｎは、八戸地域の病院において導

入しているほか、今年度は西北五地区の医療機関

における試験導入など、今後、ますますＪｏｉｎ

を活用した広域的な医療連携が期待されるところ

でございます。市では、令和３年度から青森県に

対しまして、病院間での連携強化に必要なＩＣＴ

技術の導入に関する補助制度の創設など、Ｊｏｉ

ｎの運用に関する要望を行いまして、今年度は、

弘前圏域８市町村による広域要望に位置づけてい

るところでございます。広域的な救急医療の連携

体制の強化に向けまして、引き続き青森県に対し

まして要望を行ってまいりたいと考えておりま

す。

◎委員長（工藤 光志委員） 暫時、休憩しま

す。

〔午後 ２時５１分 休憩〕

───────────────

〔午後３時３０分 開議〕

◎委員長（工藤 光志委員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

◎２番（竹浪 敦委員） ２款１項１目、46ペー

ジのＲＰＡ導入支援業務について質疑させていた

だきます。

今現在、特殊勤務手当入力事務ほか２業務とあ

りますが、具体的にこのＲＰＡの業務、どのよう

な流れの業務を行っているのかお願いいたしま

す。

◎情報システム課長（羽場 隆文） まず、ＲＰ

Ａ支援業務、どのような流れで業務を行っている

のかということをお答えいたします。

当市では、令和元年度から青森県が実施しまし

た市町村業務改革促進事業というモデル事業に選

定されまして、庁内の３業務でＲＰＡの試験導入

をスタートしております。令和２年度からは市独

自に運用を開始しまして、２年度は六つの業務、

３年度は三つの業務を追加で導入し、これまで12

業務の導入を行っております。

具体的な業務としましては、市民税における軽

自動車税のシステムへの入力、それから人事課に

おける職員から受領した勤務実績のシステムへの

入力など、ＲＰＡが得意としておりますシステム

への入力作業という業務を中心に導入してきてお

ります。

◎２番（竹浪 敦委員） 今現在、そのような業

務を行っているということですが、今後、そのＲ

ＰＡを使って、どのような業務に展開していくよ

うにお考えでしょうか。

◎情報システム課長（羽場 隆文） 今後、どの

ような業務に拡張していくかということですけれ

ども、具体的な導入業務につきましては、毎年

度、庁内に希望の調査を実施しまして、税関係の

業務のように処理件数が多いもの、それから今ま

でＲＰＡというものを導入したことがない部署へ

積極的に導入することで、庁内全体の業務の効率

化、それから職員の単純作業の負担軽減というも

のに努めていきたいと考えております。

また、紙に書かれた文字を読み取ってデータ化

するＯＣＲの技術というものがあるのですが、Ａ
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Ｉの技術を組み合わせることで認識の制度を向上

させるＡＩ－ＯＣＲというものを令和３年度から

導入しておりますので、紙の帳票をＡＩ－ＯＣＲ

でデータ化を行って、ＲＰＡによりシステムへ入

力する業務を進めていくことで、さらなる業務の

効率化へつなげていきたいと考えております。

◎２番（竹浪 敦委員） 決算説明書の中に、年

間予測削減時間が363時間とありますが、この数

字は具体的に人件費としてどのくらいの削減にな

るのでしょうか。

◎情報システム課長（羽場 隆文） 人件費の削

減ということですけれども、令和３年度の導入業

務の３業務で363時間になっております。令和元

年度では３業務で881時間、２年度では６業務で

226時間、合計して12業務で1,470時間のこれまで

の削減効果ということを示しております。これを

正職員の時間外の平均単価というもので金額に換

算した場合、年間264万7470円という削減効果と

試算できます。

◎２番（竹浪 敦委員） ＲＰＡの技術というの

が、私的にも今までのコンピュータのシステム、

ＶＤＡとかマクロとかよりもはるかに有効な技術

と認識しておりますので、ぜひこれからもＲＰＡ

導入のために御尽力をお願いいたします。

続きまして、同じく２款１項１目、ＡＩの音声

認識についてお尋ねいたします。

今現在、ＡＩの文字入力を議事録の文字起こし

とかに使っているようですけれども、この正確さ

をお伺いいたします。どのくらいの割合で文字を

起こせているのか、お願いいたします。

◎情報システム課長（羽場 隆文） ＡＩ音声認

識議事録作成支援システムについて、どのくらい

の認識率ということですけれども、令和３年度に

利用しました弘前市議会定例会一般質問、それか

ら常任委員会や市政推進会議での認識率となりま

すけれども、担当者の方に聞き取りした感覚的な

数字になってしまうのですが、大体六、七割程度

の認識率と聞いております。

◎２番（竹浪 敦委員） こちらも、今現在、議

事録の文字起こしで使っているようですけれど

も、このシステムも、今後、どのような業務に拡

張していくおつもりでしょうか。

◎情報システム課長（羽場 隆文） 議事録以外

でほかにどう拡張していくかということですけれ

ども、ＡＩ議事録というものは、音声データから

自動で文字起こしをするシステムとなります。で

すので、様々な会議での利用が可能と考えており

ます。

議事録以外の利用ですけれども、リアルタイム

での文字起こしが可能ということですので、耳の

不自由な方向けに手話通訳に合わせて文字起こし

をした内容をスクリーンに出したりとか、そうい

うふうな手話の補完ということも考えられますの

で、これらについても研究を進めてまいりたいと

考えております。

◎２番（竹浪 敦委員） 本当に先ほどと同じ

く、このコンピューター技術というのは人件費削

減、効率化につながりますので、今後とも何とぞ

継続をお願いいたします。

次の質疑に行きます。２款１項２目、決算書50

ページの城フェス共催負担金についてです。この

イベントなのですけれども、共催負担金というこ

とになっていますが、市のほうでは600万円の予

算を出しているようですけれども、これイベント

全体の予算のおよそ何割を補助しているのでしょ

うか。答弁をお願いいたします。

◎広聴広報課長（菊地 謙太郎） 城フェス事業

につきましては、ざっと概略を説明いたします

と、弘前芸術舞踊実行委員会が主催し、開催して

いただいております。内容といたしましては、世

界の第一線で活躍する選手によるダンス大会及び

ダンスコンテンツ、トップアスリートのパフォー
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マンスや音楽ライブ、津軽を代表するアーティス

トや地元の学生及び子供たちのパフォーマンス等

を行う複合イベントとなっております。

全体の開催の規模ということですが、金額とし

ては1950万円となっておりまして、そのうち市の

ほうで共催しまして、協定を結んで共催という形

で開催いたしまして、600万円を支出しておりま

すので、約３分の１ぐらい、31％ということに

なっております。

◎２番（竹浪 敦委員） 今回、この城フェス

も、コロナ禍ということもありまして、オンライ

ンで行ったとお伺いしておりますが、実質、全国

からかなり有名なダンサーとかが弘前に来てイベ

ントを開催しているようですけれども、イベント

をやった後の、イベントに関する経済効果という

のは出せますでしょうか。

◎広聴広報課長（菊地 謙太郎） まず、コロナ

禍ということでありまして、令和３年度はハイブ

リッド開催と言いまして、全国で蔓延防止等の行

動制限等がなかったものなので、弘前市に実際ダ

ンサーたちはいらしていただいて、そして観客は

全く入れないで、オンラインで配信するという形

で開催させていただきました。参考までに、その

前の年、令和２年度は、全くのオンライン開催

で、実際、弘前にも来ていただかないで、全てオ

ンラインで現場から、そのときは、海外のダン

サーの参加もあったような取組になっておりま

す。

経済効果といたしましては、主催団体のほうの

報告になるのですけれども、世界的に有名なダン

サーの皆様のＳＮＳのフォロワー数というのがか

なりの人数になっておりまして、その方の人数プ

ラス１回つぶやけば、一般的にそういう方に何か

広告をお願いすると、お金が発生して、１つぶや

き当たり１円とか２円とかというのがあるらしい

のですけれども、そういう考え方で主催者のほう

から受けた報告では、経済効果としては約６億円

を超えたという報告を受けております。その中

で、城フェスという名前ですので、その中で弘前

というキーワードがあるものは、またその中の何

割かだろうとは思っております。

◎２番（竹浪 敦委員） 続きましての質疑で

す。２款１項４目、54ページにありますひろさき

広域婚活支援事業実行委員会負担金についてで

す。

先ほど竹内委員からもちょっとお話が出ました

けれども、この弘前めぐりあいサポーター、先ほ

ど竹内委員から年代別はどのくらいなのでしょう

という質疑がありましたけれども、この成婚者の

地域の割合をお伺いしたいと思います。

◎企画課長補佐（笹田 哲文） 令和３年度の成

婚者の地域別の内訳ということでございますけれ

ども、弘前市が７名、平川市が１名、藤崎町が１

名、五所川原市が１名となっております。

◎２番（竹浪 敦委員） 成婚者は何人かいらっ

しゃるようですが、登録している方、成婚者以外

の方、ふだん、その後、お付き合いとかをしてい

るとかというふうな動向はどのように追っている

のでしょうか。お願いいたします。

◎企画課長補佐（笹田 哲文） 成婚された方以

外の動向というのはどのように調査しているのか

ということについてお答えいたします。

センターの職員が、その会員の方にいろいろ聞

き取り調査をいたしまして、把握している範囲で

のお答えになりますけれども、令和３年度末で把

握している交際中の会員の方は、７組14名という

ことでございます。それ以外にも、先ほども答弁

申し上げましたけれども、お見合いを通しての連

絡先を交換した件数は47件ということでございま

す。

◎２番（竹浪 敦委員） 自分も、今、コロナで

中止していますけれども、板柳町と共同でイタニ
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ティー・プロジェクトという組織をつくって婚活

事業をやっているのですけれども、やはり少子化

対策及び地域の活性化のためにこういう男女の出

会いというのは大切だと思いますので、今後とも

何とか頑張って、お願いいたします。

次の質疑に行きます。２款１項４目、53ページ

にあります地域マネジメント人材育成。説明書の

53ページにあるのですけれども、こちら、地域マ

ネジメント人材育成プログラム構築事業という項

目です。こちら、学生とかに地域のための講座を

いろいろ開いているようですけれども、こういう

ふうに受講した学生というのは、その後、この弘

前に残ったりしているものなのでしょうか。答弁

をお願いいたします。

◎企画課長（白戸 麻紀子） 事業に参加した学

生の定着の状況ということです。こちらの事業で

は、市内の高校生が放課後や休日を利用して、自

分たちの視点で地域の課題を学び、部活動のよう

に取り組む高校生放課後まちづくりクラブＳＴＥ

Ｐというものがございます。こちらは、令和２年

度から運営をしておりまして、令和２年度が１期

生になりますが、こちら、高校３年生２名いらっ

しゃったうち、２人とも地元の大学に進学してご

ざいます。２期生、令和３年度の修了者、高校３

年生が５名おりましたが、４名が地元の大学等へ

進学している状況です。大学への進学後、この事

業において実施している大学生を地域の企業にイ

ンターンとして派遣して、企業の経営課題に挑戦

するまちなかキャンパスプロジェクトのほうにも

参加するなど、地域活動を継続している方もい

らっしゃいます。

大学生のほうです。こちら、今お話ししました

まちなかキャンパスプロジェクトのほうは令和元

年度から実施しておりまして、これまで延べ63名

の学生が参加してございます。参加した時点で、

学生の学年というものが定まっておりませんの

で、こちらは全ての学生の進路は把握しておりま

せんが、地元定着の面で成果が現れているケース

がございます。令和元年度に事業に参加した県外

出身の大学生が、プロジェクトをきっかけに、ま

ちとの関わり、人とのつながりを強くして、首都

圏で内定が決まっていたのですけれども、そちら

を辞めて、大学院に進学して地域活動を継続して

いる例ですとか、今春、大学を卒業した方が地元

での就職が内定しておったのですけれども、１年

間の採用猶予期間というものがあるというような

ことで、その制度を利用して、現在、市内で地域

活動を行っている事例があります。

◎２番（竹浪 敦委員） この受講した学生、こ

のレポート的なもの、結果とか活動記録みたいな

ものは見ることができるのでしょうか。

◎企画課長（白戸 麻紀子） まず、高校生放課

後まちづくりクラブＳＴＥＰのほうは、こちらは

レポートというか、成果発表会を年度末に開催し

てございます。令和３年度におきましては、新型

コ状コロナウイルス感染症の状況を鑑みまして、

高校生の保護者や関係者、これまで活動に関わっ

た方ということで、ちょっと参加者を限定しまし

て、旧弘前偕行社において３月に成果発表会を実

施してございます。

大学生のほうのまちなかキャンパスプロジェク

トの成果発表会は、令和元年度までは対面で行っ

ていたのですけれども、こちらも感染症の影響を

受けまして、令和２年度、令和３年度とオンライ

ンで成果発表会を実施してございます。こちら

は、申込みした方が誰でも視聴できるような形に

なっておりまして、発表会当日参加できなかった

視聴希望者については、現在、ユーチューブ等で

その動画を事後配信ということで、成果を発信し

ているところです。

◎２番（竹浪 敦委員） では、次の質疑に行き

たいと思います。２款１項８目、決算書59ページ
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にある交流センター管理運営事業です。こちら、

説明書56ページにあるのですけれども、利用者の

内訳とかがありますが、まずこの交流センターの

利用方法は、主にどのようなもので、どのような

年代の方がいらっしゃっているのか、ざっくりと

したデータをお願いいたします。

◎市民協働課長補佐（村田 善彦） こちらの交

流センターにおきましては、部屋の数や機能に違

いがありまして、交流センターの中で一番利用者

数が多いサンライフ弘前であれば、体育室やト

レーニング室を有しておりまして、町田地区ふれ

あいセンターであれば浴室を有しているなどあり

ます。また、清水交流センターや宮川交流セン

ターにおきましては、書道や囲碁、将棋、陶芸な

ど、文化系のサークル活動が活発に行われており

ます。体育室を有していないワークトーク弘前や

三省地区交流センターは、ほかの交流センターと

比べて利用者が少ない傾向が見られております。

◎２番（竹浪 敦委員） 交流センターの利用者

で多いのは何でしょうかと聞こうと思ったのです

が、今、ざっくり答え出ましたので、ありがとう

ございます。

では、次の質疑に行きたいと思います。２款１

項11目、決算書63ページにありますりんご営農サ

ポートシステム構築業務委託に関してです。こち

ら、ＡＩでいろいろやっているということなので

すが、具体的にどのようなシステムになっている

のかお願いいたします。

◎りんご課長（澁谷 明伸） こちらの営農サ

ポートシステム構築事業につきましては、高品質

なりんごを栽培するに当たっての摘果の技術とい

うことを見える化しようということで取組を始め

たものであります。例えば栽培指導のほうでは、

４頂芽に１果とか、葉50枚に１果を仕上げ摘果で

ということですけれども、やはり新規就農者の方

とかはなかなか経験がないので、そういう部分で

なかなか指導どおりの摘果が進まないということ

もございまして、それをスマートフォンなどを活

用して見える化をしようというものでございま

す。

具体的には、スマートフォンで写真を撮って、

そのりんごの木でこの状況であれば、何果ならせ

るのが適正かとか、そういうことをＡＩで解析し

て見える化するようなシステムを今現在構築して

いるところでございます。

◎２番（竹浪 敦委員） 現段階では、そういう

データを取ってというお話でしたけれども、この

データ収集する際の技術者というのは、どういう

方のデータを取っていらっしゃるのでしょうか。

◎りんご課長（澁谷 明伸） まず、協力いただ

いている生産者の皆様といたしまして、北地区の

栽培技術勉強会の皆様、そして、あとはつがる弘

前農協の指導部の指導員の皆様に御協力をいただ

いて、データの収集であったり、その解析された

データが適正かどうかという部分の分析も協力い

ただいております。

◎２番（竹浪 敦委員） このデータを収集し

て、いざ新規就農者及びいろいろな方々に使って

もらうことになると思うのですが、実用化される

のはいつ頃になる見通しでしょうか。

◎りんご課長（澁谷 明伸） まず、令和５年度

をめどに、実用化に向けて現在進めております。

ただ、実用化のまずスタートといたしましては、

幅広く皆さんへというよりは、まず例えばつがる

弘前農協の指導員の皆様にそのアプリを導入した

スマートフォンを持っていただいて、営農指導の

際にまずそこを活用していただくと。その状況を

見ながら、これからの普及展開については検討し

ていきたいと考えております。

◎２番（竹浪 敦委員） ありがとうございま

す。やはり、どうしても私はＩＴ系のほうに目が

向いてしまいますけれども、りんごの営農もいろ
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いろな技術をもってどんどん発展していきたいと

思いますので、これからもそういう研究、実用化

を何とかお願いいたします。

◎委員長（工藤 光志委員） 次に､無所属。

◎４番（成田 大介委員） よろしくお願いしま

す。

私から、まず２款１項１目、47ページ、委託

料、アンガーマネジメント研修について質疑をさ

せていただきます。

まず、このアンガーマネジメント研修の内容と

実績、その成果というものを教えていただきたい

と思います。

◎人事課長（堀川 慎一） アンガーマネジメン

ト研修についてお答えいたします。

アンガーマネジメントとは、怒りの感情を上手

にコントロールすることを言いまして、円滑な組

織運営、風通しのよい職場環境づくりにつなげる

ため、令和２年度より課長級、課長補佐級を対象

に実施しているものでございます。

講師につきましては、外部講師に依頼しており

まして、実績が豊富な日本経営協会に委託をし、

実施しているものです。研修の受講者は、令和３

年度は17名でございました。

研修の内容ですけれども、職場ハラスメントに

ついての知識やハラスメントのリスクについて、

怒りのメカニズムについて、自己の怒りの傾向と

コントロール方法について学ぶもので、様々な場

面で冷静に対処できる対応力を身につけ、スムー

ズな組織運営を促進するものであります。

研修の成果、効果でございますが、研修受講者

からは、受講報告書を提出してもらっておりまし

て意見を聞いておりますけれども、受講者の全員

が役に立ったと回答しておりまして、特に聞く

力、そして聞く力と伝え方が参考になったという

ことでございました。

主な意見としては、怒りのコントロールの仕

方、相手のタイプをよく認識して対応すること

で、怒ることも相手を傷つけることなく一緒に仕

事ができるノウハウを知ることができた、職員と

のよい関係性をつくってみたい、あとは自己の中

の許せる境界線を広げていきたい、自分の価値観

だけに縛られていたことに気づいたといった意見

がございました。受講者からは、研修で学んだこ

とを職場内で活用したいといった声が多くありま

して、様々な気づきを与え、業務に生かしている

ものと思ってございます。

◎４番（成田 大介委員） これ今、17名の参加

者ということだったのですけれども、これは対象

人数というか、そこの対象人数のところが分かれ

ば教えていただきたいのと、これはいつから始め

た研修なのか、その参加人数の推移みたいなもの

を教えていただきたいです。そして、さらにこの

コロナ禍でどのような環境の変化が起きたのかと

いうことを教えていただければ。

◎人事課長（堀川 慎一） この研修は、令和２

年度から実施してございます。令和２年度は受講

者が20名、令和３年度が17名ということです。

そして、今回の令和３年度については、20名の

定員にしてございました。それは、コロナ禍とい

うこともありまして、リモートの研修ということ

もありまして、ちょっと研修人数を絞ったという

ことがございます。

研修受講者からの評価が高い研修ですので、今

後その受講者を増やしていくことも考えていきた

いと思います。

◎４番（成田 大介委員） そしてすみません、

分かればでいいのですけれども、課長級、課長補

佐級ということで、その役職の方が対象だという

ことでよろしいですね。

これは、このアンガーマネジメント研修という

のは、本当に世の中、今の時代、何がハラスメン

トの対象になるのかというのが本当に分からない
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時代なので、私も若い頃は気が短かった分、今、

大変気が長いほうでございまして、そんな怒りに

任せるということはないのですけれども、やはり

自己分析という意味でも、本当に私も受けてみた

いなと思うぐらいでございまして、ぜひこれは皆

さん、本当に何につながるか分からない時代です

から、本当にしっかりとこのアンガーマネジメン

ト、怒りを抑えるという研修を受けていただい

て、市民の皆さんに貢献していただきたいなと

思っております。

次が２款１項４目、53ページ、これも委託料。

弘前市パートナーシップ宣誓制度周知啓発につい

て質疑いたします。

まず、内容と成果に加えて、啓発活動というも

のはどのようなものをしてきたか教えてくださ

い。

◎企画課長（白戸 麻紀子） パートナーシップ

宣誓制度周知啓発事業ということで、まず市の

パートナーシップ宣誓制度の創設１周年を記念し

まして、令和３年12月に旧弘前偕行社で性的マイ

ノリティの当事者であられる自身の体験を踏まえ

て人権擁護のための社会啓発事業を行っている方

を講師に迎えた講演会とパネルディスカッション

を実施しております。こちら、平日の午後という

開催だったのですけれども、高校生や大学生と

いった若い世代を含む幅広い年代の方、そして学

校の教師、それから医師、社会福祉士など84名の

方に御参加いただきました。このほか、当日来ら

れなかった方のために講演会部分について、後

日、限定で動画配信を行っておりまして、こちら

は33名が視聴されております。

参加者に行ったアンケートでは、知らないため

に起こる偏見をなくすためにまずは知ることが大

事だと感じたですとか、一人一人が自分らしく生

きていける社会のために講演会の内容を広く共有

していきたいといった声が多く聞かれまして、性

的マイノリティの人たちについて理解を深める

きっかけになったものと考えております。

この講演会以外の啓発としましては、性の多様

性に関するリーフレットを5,000部作成しまし

て、公共施設、それから市内の大学、高校、小中

学校などへ配布しまして、広く周知しました。

このほかに人権の観点から、市職員を対象にし

た研修会、それから防災と性的マイノリティを

テーマに市民向けのセミナーを開催するなど、

様々な角度からテーマを捉えて、意識啓発を行っ

ております。

◎４番（成田 大介委員） 課長、ありがとうご

ざいます。このパンフレットは本当に、私も手に

取らせていただいて、さらには県外のパートナー

シップ宣誓制度を目指している自治体の議員の皆

さんにもうちょっと送らせていただいたりもした

のですけれども、本当にどこの自治体よりもいい

パンフレットだと、かわいいし分かりやすいとい

うことで、大評判でございました。

そして、今後の動きとして、この啓発活動等々

の部分で今後どういうことをやっていこうと考え

ていますのでしょうか。

◎企画課長（白戸 麻紀子） 今年度の啓発とし

ましては、性的マイノリティの人たちが安心して

働ける環境の整備について理解を深めることを目

的に、１月頃に事業者向けのセミナーを開催した

いと考えております。また、当事者の方から直接

お話を聞く機会として、市民向けセミナーも開催

予定としております。そのほか、今年度から市の

出前講座に「知る」から始める性の多様性という

テーマで講座を設けておりまして、こちらは10月

に市内の中学校で実施予定となっております。

このように継続して取組を進めていくことで、

多様性について理解促進を図っていきたいと考え

ております。

◎４番（成田 大介委員） 質疑としてはちょっ
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と最後なのですけれども、今までに宣誓したカッ

プルの数と、やはりカップルについても、せっか

く宣誓制度をつくったはいいけれどもというよう

なところをちょっと私も感じるところがあって、

その辺のサービス拡充という部分では、何か考え

ていますでしょうか。

◎企画課長（白戸 麻紀子） 制度創設からこれ

までに宣誓した方は４組となっております。

宣誓した方が利用できるサービスとしまして、

市県民税の代理申告など既存のものはございます

けれども、今年の４月から弘前市犯罪被害者等支

援条例が施行されました。犯罪はないに越したこ

とはないのですけれども、万が一被害に遭った場

合、犯罪にあった方やその家族が安心して暮らす

ことができるよう支援を行うこととしておりまし

て、パートナーシップ宣誓をした方がこの支援を

受けられるような制度としております。

また、本年の６月から青森県や弘前市のパート

ナーシップ宣誓をして収入基準等の要件を満たす

方は、県営住宅への入居が可能となったところで

す。市においても、改めてこのパートナーシップ

宣誓をした方が市営住宅等に入居できるよう、条

例改正や規則改正など必要な手続を進めるため

に、現在、関係課と調整をしておりまして、年内

の運用開始を目指しているところです。

このほかに、本年４月から県内の１金融機関が

こういった方を対象にした住宅ローンの取扱いを

開始するなど、民間事業者の中でも性的マイノリ

ティの方に対する対応について広がりを見せてお

りますので、今後も宣誓した方の活用できるサー

ビスが増えるように市としても取り組んでいきた

いと考えております。

◎４番（成田 大介委員） カップルの数が多い

とか少ないとかとかではなくて、やはりその結婚

に近い、それと同等の思いがあるというようなと

ころをよく配慮していただいて、それで使いやす

い制度、そして、同じ人間でありますから、我々

の性格が一人一人違うのと何も変わらないという

ようなところで、使いやすい制度をこれからも

しっかり進めていただきたいなと思います。あり

がとうございました。

そして、最後が２款１項４目、53ページ、女性

活躍のための地域中小企業技術力体感プログラム

について質疑いたします。

まず、内容と参加実績をお聞かせください。

◎企画課長（白戸 麻紀子） こちらは、進路選

択の前段階にある中学生や高校生を対象に、特に

理工系分野を中心に地域での就業イメージを持っ

てもらって、地域で働くことについて考える機会

をつくることを目的にしておりまして、高い技術

力をもって事業展開を行う市内の企業を訪問しま

して、例えば製造過程の見学ですとか事業体験、

従業員の方との交流を行って、企業活動の実態を

知って、地域での就業イメージの形成を図るもの

となっております。

令和３年度は、食品製造業、情報技術関連業、

縫製加工業など計５社に延べ28名の中高生が参加

しております。

◎４番（成田 大介委員） 参加者の募集方法と

いうものは、どのようにしていますでしょうか。

◎企画課長（白戸 麻紀子） 募集については、

広報ひろさきや市のホームページで周知を図ると

ともに、チラシを作成しまして公共施設に配布し

たり、直接、高校や中学校に配布を行っておりま

す。参加した方がどういうことで知ったかという

ことを聞きましたら、保護者から勧められてです

とか、学校の先生から勧められてということで、

そういう周知の効果があったものと考えておりま

す。

◎４番（成田 大介委員） ぜひ、これは中学

生、高校生が体験していくというようなことでし

たので、しっかりと周知して、体験をして、大人
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になっていってもらう一助になってくれればいい

なと思います。ありがとうございます。

◎委員長（工藤 光志委員） 以上で、通告によ

る質疑は終了しました。

引き続き、質疑通告をしていない委員の質疑に

入ります。順次、会派を指名いたします。

まず、櫻鳴会の御質疑ありませんか。

◎６番（齋藤 豪委員） 無通告になりますと、

前の委員の方がどんどん質疑していくので、質疑

する項目が少なくなっていくのですけれども、ど

きどきはらはらしながら。

決算説明書の47ページになります……。

◎委員長（工藤 光志委員） 説明書でなく、決

算書のページを申し添えてください。

◎６番（齋藤 豪委員）（続） 決算書……すみ

ません。では、違う質疑項目から行かせていただ

きます。

決算書は、53ページになります。先ほど木村委

員も質疑されておりました２款１項４目の12節、

決算書を見ますと、ひろさきローカルベンチャー

活動支援・コーディネート業務委託料、さらにそ

の下に育成・活動業務委託料、さらにその下に起

業サポート業務委託料と、これらは関連している

と思うのですけれども、この業務委託先、さらに

は業務内容と、さらにはこの実績、効果について

一括でお願いします。

◎企画課長補佐（笹田 哲文） ひろさきローカ

ルベンチャー育成事業のお尋ねについてお答えい

たします。

ひろさきローカルベンチャー育成事業の活動支

援・コーディネート業務委託料、育成・活動業務

委託料、起業サポート業務委託料の委託先は全

て、都市部の人材によるローカルベンチャー育成

制度を創設いたしまして、ほかの自治体とも複数

の履行実績を有しております一般社団法人Ｎｅｘ

ｔ Ｃｏｍｍｏｎｓ Ｌａｂへ委託しておりま

す。

業務内容でございますけれども、まず活動支

援・コーディネート業務委託料は、起業家の候補

者の活動報告の取りまとめ、それから活動資金の

管理、広報等を実施する業務を委託しているもの

でございます。

続いて、育成・活動業務委託料でございますけ

れども、起業家候補者が取り組む地域資源を活用

した新商品、新サービスの開発、それから地域課

題に対応した新規事業の各種調査や実証事業等、

起業に向けた活動全般を委託するものでございま

す。

それから、起業サポート業務委託料でございま

すけれども、起業家候補者の起業・定住支援の相

談対応、それからイベント活動補助、それから情

報発信等、起業活動を支える活動を委託している

ものでございます。

それから実績、効果ということで、先ほど答弁

もいたしましたけれども、29年の事業開始以来、

弘前に移住してきた起業候補者の方は12名おりま

して、４名の方が当市で起業・定住ということに

なっております。現在も活動されている方が４名

ほどいるのですが、この方もそれぞれの起業プロ

ジェクトの、起業ということと定住ということが

見込まれております。

実際に起業した具体例ということで、教育プロ

ジェクトにおける黒ニンニクの生産・加工・販売

の農業生産法人において、新規就農者の若者の就

農支援ですとか、それからワインプロジェクトで

あれば、ワインショップの開業をしながら、ワイ

ンスクールの開催、イベント、それからブランド

ワインの製造といったものを目指しながら、弘前

においてワイン文化を根づかせるような取組を継

続していると。

それから、ローカルベンチャー育成事業のコー

ディネーターとして活動された方ですけれども、
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事業拠点の百石町にありますオランドのほうでり

んご箱を活用したゲストハウスということで開業

しています。いろいろな方がチャレンジできるよ

うな、交流拠点となるような、交流人口の創出と

いった事業にも取り組んでいるといったところで

効果があると考えています。

引き続き、起業家の誕生のほかにも、こういっ

た事業拠点、交流拠点が増えることによりまし

て、新しい人とのつながり、それから新しいチャ

レンジといったものが発展すると期待していると

ころですし、いろいろな意味で波及効果が生まれ

ているものと考えております。

◎６番（齋藤 豪委員） 今の説明で、12名の方

が来られたと。今現在、４名の方が残っておられ

るということで、その８名の方はどうしたのか。

◎企画課長補佐（笹田 哲文） 12名のうち４名

の方が既に起業・定住されておりまして、さらに

４名の方が、現在、育成活動期間ということで事

業のほうを進めています。ですので、８名の方が

現在、４名の方が起業・定住し、残り４名の方が

今、育成活動中という、起業化に向けたプロジェ

クトを進行中ということでございます。

◎６番（齋藤 豪委員） 説明書の中のこの金額

を大まかに足していくと、3600万円ぐらいになり

ます。これは妥当な金額とお考えでしょうか。

◎企画課長補佐（笹田 哲文） ひろさきローカ

ルベンチャー育成事業は国の地域おこし協力隊の

制度を活用した事業でございまして、活動費とい

たしまして報償費、それから起業化に係る活動費

等々が設計されておりますけれども、これは国の

基準の範囲の中で実施しているもので、その積算

というものは妥当と考えております。

◎６番（齋藤 豪委員） では、次に移ります。

同じ53ページ、２款１項４目の12節委託料で同じ

なのですけれども、弘前ぐらし市民編集部運営業

務委託料の委託先、業務内容、実績、効果につい

てお聞かせください。

◎企画課長補佐（笹田 哲文） 弘前ぐらし市民

ライター育成事業の市民編集部運営業務委託料の

委託先、内容、実績、効果について一括でお答え

いたします。

まず、委託先でございますが、ウェブサイト弘

前経済新聞社の編集長を務めて、他自治体でも市

民記者養成講座の実績があります工藤健氏に委託

しております。

内容といたしましては、本事業は移住検討者に

対しまして、当市のまちの魅力を発信する市民ラ

イターを育成するために、記事の執筆に係る講

座、それからワークショップの開催、記事の構成

など、市民ライターが広報媒体に記事を投稿する

までの各種調整、それから年１回活動報告会を

行っているのですけれども、それの企画・運営な

どについて業務委託しているものでございます。

実績、効果の部分でございますけれども、昨年

度、令和３年度は、新規に任命した市民ライター

13名を含む20名が活動しておりまして、合計８回

の育成講座を開催し、記事執筆に必要なスキルと

いったものを身につけながら、これまで、昨年度

は合計31本の記事を移住ポータルサイト弘前ぐら

しに掲載しております。津軽弁、お祭り、グル

メ、観光スポット、ローカルなイベントなど、幅

広いテーマを取り上げていただいたこと、それか

ら市民ライター自身が管理している個人のＳＮＳ

といったものでも効果的に発信したことによりま

して、弘前ぐらしの訪問者数は、事業開始前の令

和元年度が１万8989件、それがこの事業実施後の

令和３年度では８万3515件ということで、約4.4

倍ということまでなっております。弘前の魅力を

効果的にＰＲできたものと考えております。

◎６番（齋藤 豪委員） １点だけ、参考まで

に、その方たちが弘前の情報を発信してくれると

いうことでよかったですか。
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◎企画課長補佐（笹田 哲文） 様々な、移住者

目線、市民目線で弘前の魅力を弘前移住ポータル

サイト弘前ぐらしで発信しているということでご

ざいます。

◎６番（齋藤 豪委員） 53ページで、２款１項

４目12節です。弘前圏域移住コーディネート業務

委託料について。これもまた、業務の委託先、業

務内容、実績、効果についてお聞かせください。

◎企画課長（白戸 麻紀子） 弘前圏域移住コー

ディネート業務委託料についてです。

委託先につきましては、総務省の地域おこし協

力隊サポートデスクの相談員や弘前大学の非常勤

講師を務めておられ、様々な地域実例に精通して

おられる野口拓郎氏に委託をしてございます。

業務内容は、弘前圏域市町村の移住者受入れ態

勢の構築サポート、それから移住相談、各市町村

との連絡調整業務、弘前圏域全体及び各市町村個

別への移住施策の提案、それから移住関連事業の

企画運営などが委託の内容となっております。

実績、効果につきましては、各市町村に対する

アドバイスですとか事業の提案、それから地域お

こし協力隊に係る導入支援や相談対応、地域おこ

し協力隊の関係者情報交換会や移住セミナーの開

催のほか、圏域全体の施策の提案をいただき、令

和４年度の事業にそれぞれ反映させるなど、圏域

内の移住受入れ態勢の充実に貢献しております。

このような取組の成果としまして、圏域内にお

いて新規で地域おこし協力隊を導入する市町村が

あったほか、圏域全体での令和３年度の移住者数

が99名ということで、取組の成果が現れているも

のと考えております。

◎６番（齋藤 豪委員） ありがとうございま

す。一定の効果が出ているものとお聞きいたしま

した。

次の質疑に移ります。決算書の54ページです。

２款１項４目12節のふるさと納税返礼品発送等業

務委託料ということで、説明書の45ページには、

令和３年度の実績、令和２年度の実績が記載され

ております。また、様々なコースも記載されてあ

りまして、この令和２年度から令和３年度の実績

がこのように伸びた要因、さらにはこの各コース

の特色についてお聞かせください。

◎広聴広報課長（菊地 謙太郎） ただいまの質

疑にお答えいたします。

まず、令和２年度の寄附実績から令和３年度の

寄附実績に向けては、件数で約３万件増加しまし

て、金額においても３億9600万円増加いたしまし

た。これの内容は、10億円を超えまして、県内で

も１番の結果となっております。

その要因といたしましては、こちらで分析する

と、まず寄附を申し込むためのインターネット上

にあるポータルサイトというものを一つ増やしま

して、あと返礼品の取扱業者をまず増やし、在庫

の確保、魅力的な新規返礼品の追加なども行った

のが増加につながったと思っております。また魅

力的な返礼品の増加によってリピーターも増加し

ておりますし、あと、全国的な傾向として、コロ

ナによる巣籠もり需要、ふるさと納税制度の浸透

も後押しとなって、このような結果になったと考

えております。

続きまして、ふるさと納税で寄附する際に選ん

でいただくコースを７コース用意させてもらって

います。決算説明書のほうに内訳のほうを書いて

おりますけれども、どのような事業に活用される

か御説明いたします。

まず、①の「日本一の「さくら」応援コース」

は、桜の苗木の育成やソメイヨシノの病害管理方

法の研究などの弘前公園さくら研究・育成事業や

弘前公園の桜維持管理や樹木の育成環境の整備な

どの弘前公園維持管理費に、次に、②「弘前４大

まつり応援コース」は、弘前さくらまつりをはじ

めとする四つの、季節のお祭りの関連事業の開催
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に、③「弘前子ども未来応援コース」は、小学生

の児童を対象とした放課後児童クラブの実施など

の放課後児童健全育成事業に、④「がんばる弘前

応援コース」は、弘前圏域での移住・定住を促進

するための弘前圏域移住交流推進事業や中心市街

地活性化推進事業に、⑤「弘前城天守がお引越

し！世紀の石垣大修理～石垣普請応援コース～」

は、弘前城本丸石垣の積み直しに係る実施設計業

務や積み直し工事などの弘前城本丸石垣整備事業

や、三の丸追手門保存修理工事などの弘前城重要

文化財保存修理事業に、⑥「れんが倉庫が美術館

に生まれ変わります～現代アートコレクション応

援コース～」は、指定管理による弘前れんが倉庫

美術館の運営維持管理業務や美術品の購入などの

れんが倉庫美術館等管理運営業務に、⑦「日本一

の「りんご」応援コース」は、パワーアップる！

マーク弘前産りんごＰＲキャラバンなど、県内外

で弘前産りんごなどの消費拡大を図る弘前産りん

ご消費拡大戦略事業やりんご園等の改植支援など

をはじめとするりんご生産振興対策事業に、以

上、市の様々な事業に広く活用させていただく予

定としております。

また、今回、⑧といたしまして、令和３年度は

８月に発生いたしました豪雨災害により、弘前市

が代理で寄附を受付しました災害支援代理寄附金

というものを設定しましたので、これについて

は、被災されたむつ市、七戸町、風間浦村へ集

まった寄附を送付したものでございます。

◎６番（齋藤 豪委員） 寄附金が右肩上がりで

伸びているというのは、これは寄附していただく

方の気持ちをしっかりと受け止めて、今年度もや

はり、昨年度よりもさらに上回るような努力を重

ねていく必要もあるのだと思うのです。

また、せっかく寄附していただく方、各コース

がありまして、各コースに応じた内容に賛同して

の御寄附かと思います。御寄附を頂いた方に弘前

市としてどのようにフィードバック、成果を報告

していくか。また今後、気持ちよくまた寄附を頂

けるような方向で弘前市が、寄附していく方に示

していくかということも非常に重要かと思いま

す。今後とも取組をよろしくお願いします。

◎５番（坂本 崇委員） 私のほうからは、決算

書46ページ、２款１項１目12節委託料の圏域職員

合同研修について。

この合同研修の目的と、令和３年度に実施した

研修の内容についてお聞かせください。

◎人事課長（堀川 慎一） 職員合同研修につい

てお答えいたします。

圏域職員合同研修は、弘前圏域定住自立圏構想

連携施策に係る事業として平成24年度から実施を

してございます。

８市町村の圏域市町村職員が共に研修を受講す

ることによって、職員間の交流を図り、円滑な意

思疎通によってほかの連携施策における取組の推

進を強化することを目的に実施しているものでご

ざいます。

令和３年度の事業内容でございます。令和３年

度につきましては、研修に参加した圏域職員でグ

ループを編成し、圏域内の連携施策で実現可能性

のあるテーマを設定し、課題や解決方法などにつ

いて調査研究し提言する圏域職員政策提言事業を

実施しております。こちらは、約半年にわたり、

グループ内で話合いをしていただきまして、年度

末に報告会を開催しているものでございます。そ

のほか、ワンペーパーの資料作成研修、クレーム

対応力向上研修、ハラスメント防止研修を合同研

修として実施しているものでございます。

◎５番（坂本 崇委員） 今、約半年間、いろい

ろな市町村の方たちが集まってグループ分けをし

ての研修があったということでしたが、恐らく全

体の参加者からのフィードバックを取っているの

ではないかと思うのですけれども、その参加者か
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らの合同研修に参加しての反応といいますか、感

想とかがありましたらお聞かせください。

◎人事課長（堀川 慎一） フィードバックにつ

いてでございます。研修受講者からは、合同研修

を通じて圏域職員のつながりができ、今後、各自

治体とやり取りがしやすくなった、ほかの自治体

職員と協力して何かを成し遂げる機会はあまりな

く参加してよかった、グループ等で他の自治体の

話を聞けて参考になったなどの声がございます。

政策提言事業の研究においては、定期的にグ

ループワークを行うことで、各市町村の状況を知

るとともに職員間の交流が深まり、人的ネット

ワークが広がることで、今後の研究施策の推進に

も効果的であると考えております。

◎５番（坂本 崇委員） ありがとうございま

す。

次の質疑に参ります。同じく２款１項１目13節

使用料及び賃借料、官公庁実務研修事業、民間企

業派遣事業について質疑いたします。

令和３年度の官公庁及び民間企業等への研修派

遣の状況についてお聞かせください。

◎人事課長（堀川 慎一） 実務研修・派遣事業

についてお答えいたします。

令和３年度の官公庁や民間企業等への派遣状況

につきまして、官公庁等へは７名、民間企業等へ

は３名、合計10名の職員を配置してございます。

その内訳でございますが、官公庁関係では、国土

交通省観光庁、国土交通省都市局、国土交通省東

北運輸局、文部科学省、弘前大学、そのほかに割

愛派遣といいまして、一旦手続上は市を退職し

て、出向先の身分で研修を行っている職員もいま

して、農林水産省農産局、あとは青森市にありま

す国土交通省青森河川国道事務所へ１名ずつ派遣

をしてございます。

次に民間企業ですが、ＪＲ東日本秋田支社、独

立行政法人国際観光振興機構、一般社団法人地域

活性化センターへそれぞれ１名ずつ派遣してござ

います。

◎５番（坂本 崇委員） ただいまの答弁では、

とりわけ観光関連の民間企業、あるいは官公庁の

部署に派遣されている職員の方が多いのかなと思

いましたが、職員派遣研修の一つの目的は、職員

のスキル向上とか人的ネットワークを広げること

とか様々あるかと思うのですが、とりわけ観光で

派遣されている方たちが、派遣先と様々な事業展

開を通して当市にいろいろな観光面で効果がもた

らされているのではないかなと思うのですが、そ

ういった研修派遣に行った効果といいますか、観

光分野についてで結構ですので、お聞かせいただ

ければと思います。

◎人事課長（堀川 慎一） 観光分野における研

修派遣の効果でございますけれども、ＪＲ東日本

秋田支社に派遣されている職員については、東北

デスティネーションキャンペーンなどのＪＲ大型

観光キャンペーンにおいて観光部など、あとはク

ランピオニー津軽とかコンベンション協会などと

連携しながら、弘前市に関連した特別企画を立案

しているほか、ＪＲ秋田支社内でのＳＮＳ、ホー

ムページでの津軽地方の紹介、ＪＲのポスター制

作など、津軽地方の写真素材を積極的に使用する

など、市の観光ＰＲ、観光振興に貢献しておりま

す。また、ＪＲの社員と共に、弘前市をはじめ津

軽地方の自治体との情報交換も積極的に行ってお

りまして、ＪＲと自治体双方のノウハウの共有

や、それぞれの強みを生かした新たな施策展開が

期待できるものと考えております。

次に、国土交通省観光庁などに派遣されている

職員については、国の観光施策立案業務などに携

わる中で、全国の様々な事例研究、国としての対

応を学んでおりまして、国の補助メニューの紹

介、活用アドバイスなど、観光部の職員への支援

を積極的に行っておりまして、新たな施策展開に
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寄与しているところでございます。

◎５番（坂本 崇委員） もう１問、別の質疑を

させていただきます。決算書、52ページ、２款１

項３目14節工事請負費、旧市民参画センター等解

体事業について、解体事業の概要と、今、あの場

所は更地になっていたかと思うのですが、今後、

その跡地をどのように整備・活用されていくのか

お聞かせいただきたいと思います。

◎管財課長（工藤 浩） 旧市民参画センター等

解体事業についてお答えいたします。

こちらですけれども、令和３年度に元寺町にあ

ります旧市民参画センター、それから更生保護サ

ポートセンター、市民中央広場前公衆便所の解体

工事を実施したものでございます。

旧市民参画センターなのですけれども、施設の

老朽化対策として、また市民サービスの向上を図

るため、令和元年７月にヒロロスクエアに移転し

まして、その後は空き施設となってございました

けれども、弘前公園に向かう玄関口としてまちづ

くりの重要な場所であることから、安全上及び景

観上の観点と、あと隣接いたします、令和２年に

リニューアルオープンいたしました弘前市民中央

広場を補完する一時的な利用も見込んでの解体と

いうことになってございます。

この跡地の今後の活用ということでございます

けれども、現在、庁内で検討を進めているところ

ではございますが、現段階では、まだ具体的な利

活用策というのは決まってございません。当面

は、さくらまつりの際の臨時の駐車場としての利

用のほか、ねぷたまつり関係での利用ですとか、

あと市民中央広場でイベントを開催した際の関連

での利用、あるいは公用車の臨時駐車場としての

利用といったところが現在のところ見込まれてお

ります。

今後ですけれども、どのような利活用が考えら

れるのか、関係課と共に引き続き有効活用できる

よう検討してまいりたいと考えております。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに、櫻鳴会の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） お諮りいたしま

す。

審査の途中ではありますが、本日の審査はこれ

までにとどめ、明14日、引き続き２款総務費から

審査することとしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認

め、明14日、引き続き２款総務費から審査するこ

とに決定いたしました。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 以上をもって、本

日の日程は終了しました。

次の予算決算常任委員会は、明14日午前10時開

議といたします。

本日は、これをもって散会します。

〔午後 ４時３８分 散会〕
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委 員 長 工 藤 光 志


